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第３節 特許 

  
１.  沿革、現行法制、条約 

 特許に係る規定は、インド特許法（1970年制定）（以下「特許法」）および特許規則

（2003年制定）（以下「特許規則」）により規定されている。インドは、TRIPS協定、パ

リ条約、PCTおよびブダペスト条約の加盟国である。上記条約の規定を実施するために、

特許法は随時改正されてきた。2004 年12 月26 日に、2004 年特許法改正法令が公布され

た。1同改正においては、TRIPS協定に基づくインドの義務を履行するために、2005 年1 
月1 日から物質特許を導入する等の規定が新設された。なお、同改正法令は、2005 年1 月
1 日をもって施行された2。その後、上記改正法令は、2005年の特許法（改正）により廃止

され、その改正特許法は2005年1月1日にさかのぼって効力を発するものとされた。上記改

正法令に従い、 初に2005年特許規則（改正）、次いで2006年特許規則（改正）として、

特許規則も改正された。 
 
  2005 年改正の主な結果は、化学工程によって調製または製造された食物、医薬品また

は薬剤、並びに物質として使用可能であるか、または使用されることを意図する物質につ

いての物質特許についてのそれまでの法的な排除を削除し、その結果、法律を、対応する

TRIPS の要件に合致するようにしたことである。 
 
同様に、ブダペスト条約の要件は、ブダペスト条約に基づき、国際寄託機関に対し、公

衆が入手することのできない生物材料の寄託を求めることにより実施された。上記材料の

寄託は、インドでは対応する特許出願より遅くなされてはならず、その材料に対する言及

が明細書中でなされていなければならない。上記材料を正確に識別し、または表示する材

料の全てについて入手可能な特徴（名称、寄託機関の住所および寄託機関における日付お

よび寄託番号を含む）が、明細書中に開示されていなければならない。また、出願人は上

記生物材料の出所および地理的原産地を明細書中に開示しなければならない。 発明に使用

する上記生物材料の出所または地理的原産地を開示しなかった場合、許可の前後の異議申

立および特許取消の理由になる。 
 

 インド特許法が実用新案システムについて規定していないことに留意されたい。商工省

の産業振興政策局（DIPP）は、インドで実用新案の保護を導入し、範囲および可能なフ

レームワークへ「実用新案」を認識する法律の必要性に至るまでの一連の問題に関するコ

メントを募集する可能性について、2011 年に討議文書を作成した。3日本貿易振興機構（J
ETRO）を経由して日本の企業のコメントを含む様々な出所からいくつかのコメントが寄

せられたが、具体的な手順はインドでの実用新案を実施するためには採用されておらず、

我々には、近い将来に同じことを行う計画は現在もない。 
 

                                                            
1「命令」はインド大統領に承認された法律証書である。「法律」とは異なり、命令は、第一に

両院の承認なしで公布され、公布から 6 カ月間有効に存続し、上記法律文書はその期間内に両

院からの承認を得ることを必要とする。いったん承認が得られれば、「法律」になる。しかし、

承認を得られない場合、命令は廃止され、法秩序は命令公布前の状態に戻る。 
2 TRIPS 準拠のための 2005 年 1 月 1 日の期限を満たすために、適切な修正が両院に承認され

なかったのでインド政府は、確実に TRIPS の義務を遵守することを目的とし、2004 年に特許

(改正)法を公布した。 
3 http://www.ipindia.nic.in/pr/patent/manual/main%20link.htm 

http://www.ipindia.nic.in/pr/patent/manual/main%20link.htm
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２．  特許局  
特許局は、特許権を付与する制定法上の行政機関であり、特許権付与の権限を有する者

が特許局の審査管理官である。特許局には、意匠登録の審査権限を有する意匠の審査管理

官もいる。 
 
特許局の本部はコルカタにあり、支局はデリ－、ムンバイおよびチェンナイの 3 カ所に

ある。2006 年に特許規則が改正されるまでは、特定の業務はコルカタの本部でのみ処理さ

れていたが、現在では、支部において本部と同じように処理されている。 
 
 特許局の現在の仕事量を考慮すると、通常は、出願から特許付与の命令まで 3～5 年を

要するであろう。 
 
特許局の実務および手続きについてのマニュアル4は、インドにおける効果的な手続きの

遂行のための実用的な指針と考えられている。しかし、それは規則の制定を構成するもの

ではないため、法的な効力を有するものではない。このマニュアルは、インドの特許局が

慣習および手続きを受けて成文化する意図で編集されており、弁護士およびインドの特許

制度の他の使用者のための手続き的な指針として役立つように意図されている。 
 
３.  知的財産審判委員会（IPAB） 
 審判委員会は、審査管理官の決定に不服を有する者が異議を申し立てる機関として法律

により規定されている。 
 
 審査管理官の決定から IPAB に対する全ての審判は、決定、命令または指示の日から 3
カ月以内に、場合によっては規定した料金を支払い、IPAB が許可した追加の期間内にし

なければならない。 
IPAB は、以下の事項について、審査管理官または中央政府の決定に対して審判の管轄権

を有している。 
 
・特許法の規定に適合していない請求の拒絶 
 
・分割出願に関する命令 
 
・出願の日付に関する命令 
 
・新規性欠如に関する決定 
 
・他の既存の特許出願における請求項の実施によって生じる潜在的な侵害についての決定

および事 
例（相互参照を行うことによる）5 
 
・出願人の変更に関する決定 
 
・特許の補正／取消の決定 

                                                            
4 http://www.ipindia.nic.in/ipr/patent/manual/main%20link.htm 参照 
5 発明が他の特許の請求項を侵害する可能性が高いと長官に判断された場合にのみ適用される。

特許侵害に関する司法権は地方裁判所にあり、特許の取り消しについての反訴がなされる場合、

反訴とともに訴訟は高等裁判所に移される。 

http://www.ipindia.nic.in/ipr/patent/manual/main%20link.htm
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・発明者の氏名に関する決定 
 
・特許の共有者になされた決定 
 
・追加特許に関する決定 
 
・出願および明細書の補正に関する決定 
 
・消滅した特許の回復に関する決定 
 
・特許の放棄に関する決定 
 
・公共の利益における特許の取消 
 
・特許の譲渡の登録 

 
・誤記の訂正 

 
・特許の強制実施権に関する決定 
 
・実施されていない特許の取消に関する決定 
 
（１）  例外 

2003 年の IPAB（手続き）規則は、特許が公共の利益に反するかまたは原子力に関する

場合には、防衛（秘密指令を含む）に関する発明および取消について、インドの中央政府

により承認された命令を IPAB の管轄権の範囲から除外している。 
 

 特許法による期間延長許可の審査管理官命令も、不服申立の対象とはならない。 
  

IPAB(知的財産審判委員会）は、審査管理官の命令または決定に対する審判から生じる

手続きに権限を行使し、判決を下す唯一の機関である。IPAB は、特許の取消および登録

の訂正に関する事項についての専属管轄権をも有する。 
 

 IPAB は、手続きの処理に関する特許法に合致する規則を制定する権限をも有する。 
 
４．  特許出願代理人 

 特許出願は、出願人自身により、またはインドの特許出願代理人を通して出願し、その

後の手続きを遂行することができる。6 
 
 特許出願代理人は以下の権限を有する。 
 
（１）  審査管理官に対して法律業務を追行。 

 
（２）  この法律の下で、審査管理官に対する全ての手続きに関して規定される 全ての

書類を作成し、全ての業務を処理し、その他の職務を遂行すること。 

                                                            
6 特許出願代理人の氏名住所は下記のウェブサイトより入手可能。 
http://ipindiaservices.gov.in/Agentregister/agenttest.aspx 

http://ipindiaservices.gov.in/Agentregister/agenttest.aspx
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 この法律の下で、審査管理官に対する全ての出願および連絡は、関係者による利益に

おいて権限を与えられた特許出願代理人によって署名され得る。 
 
 特許出願代理人としての登録を申請するためには、21 歳以上のインドの国民でなけれ

ばならず、公認されているインドの大学の科学課または工学課の学士号を有しているか、

中央政府が指定するその他の同等の資格を有していなければならない。 
 
  更に、特許出願代理人として登録されるためには、その目的のために特許意匠商標総

局長官が実施する資格認定試験に合格しなければならないか、または、少なくとも 10 年

間、審査官か、登録管理官の職務を経験していなければならない。（登録の申請時にこの

ような地位のいずれにもついていてはいけない。） 
 

 しかし、 近になって、2013 年 3 月 15 日に、マドラス高等裁判所は、2005 年の改正

特許法の第 67 条(a)の挿入により、1970 年制定の特許法第 126 条に改正条項を導入するこ

とを、違法、違憲で、権限を越えており、無効であると宣言した。7この改正は、公認され

ているインドの大学の科学課または工学課の学士号を有しているか、中央政府が指定する

その他の同等の資格を有するという条件で、弁護士が資格認定試験を受験しなくとも特許

出願代理人として登録することを許容するという規定を削除していた。 
 
 この決定は控訴されていないようで、3 カ月が経過したので、それに対するあらゆる控

訴は時効になる。従って、公認されているインドの大学の科学課または工学課の学士号を

有しているか、中央政府が指定するその他の同等の資格を有する弁護士は誰でも、資格認

定試験に合格する必要なしに特許出願代理人として登録する資格がある。これは、当然に

資格認定試験に合格している適格者の権利を害するものではない。 
 
 インドにおいては、特許出願は必ずしも特許出願代理人によって出願する必要はなく、

発明者または出願人により直接出願することができる。 
 
 特許出願は、特許局の本局および支局に提出することができる。特許局の適切な部署は、

特許局の本部、または、出願人または 初に記載された共同出願人が通常に居住し、若し

くは住所を有し、若しくは事業所を有し、または実際に発明がなされた場所がある地域内

の特許局の支部である。インドに居住せず、事業所を有しない特許出願人または手続きの

当事者については、出願人または当事者によるインドにおける送達のための住所を管轄す

る本局もしくは支局に出願する。 
 
５．  特許の対象 

特許法においては、「発明」とは、進歩性および産業利用可能性を含む新規の物の発明

または方法の発明と定義されている。「進歩性」とは、当該発明の分野に精通した者に

とって自明ではないような特徴が当該発明に見られることをいうとされる。特許性のある

発明として認められるためには、新規性、非自明性、進歩性、および有用性の認められる

ものであることを要する。 
 
発明の新規性が認められるためには、以下の要件を満たしていなければならない。 

 

                                                            
7 (判例)SP Chockalingam 対長官(Writ Petition 8472 of 2006, マドラス高等裁判所) 
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（１）  1912 年 1 月 1 日以降にインドにおいて出願された特許について、当該発明の

優先日よりも前に提出された明細書において、当該発明が公開されていないこと。 
 

（２）  インドまたは世界中の国において、当該発明の優先日までに、当該発明が公開

されていないこと。 
 

（３）  優先日までに、インドにおける公知でなく、公用でもないこと。 
 

（４）  優先日以降に公開されたインド出願の請求項に記載されていないこと。ただし、

優先権に対し先の優先権を主張していること。PCT 国際出願がインドを指定国とし

ている場合には、このような出願は、この法律における特許出願として扱われる。

従って、出願人の発明の主題が請求項に記載され、より早い優先日を有する、イン

ドを指定国とする国際出願が後に公開された場合であっても（ 終的にはインドに

出願された）、出願人の発明の新規性は認められない。 
 

以下の行為のいずれかによっては新規性は喪失しない。 

  

（１）  発明の価値に関して調査するための、政府または政府により権限を付与された

者への事前の連絡、調査を目的とした、その連絡の結果として調査を実施するため

の措置。 

 

（２）  妥当と考えられる試験のみを目的として、特許権者もしくは出願人が、または

かかるの同意を得て、出願対象の発明を公然と実施した場合。但し、かかる公然の

実施が合理的に必要なものであり、当該実施後 1 年以内に特許を出願しなければな

らない。 
 

（３）  出願対象の発明が、発明者の同意を得た上で、公的に認められた展示会におい

て発表され、展示された結果当該発明が公開・実施され、または発明者が学会にお

いて当該発明の論文を発表し、もしくは発明者の同意を得た上で学会誌に掲載され

た場合。但し、かかる場合には必ず、展示会における発表、論文の発表、または学

会誌への掲載から 12 カ月以内に、特許を出願していなければならない。  
 

（４）  発明者から当該発明について記載された出版物を入手した第三者が、特許の出

願または優先日よりも前に、発明者の同意を得ることなく、当該発明を公開した場

合。但し、かかる第三者による公開について、発明者がこれを知ったときには、合

理的に可能な限りできるだけ速やかに、特許を出願しなければならない。 

 

 インド特許法では特許要件の新規性について世界公知公用の基準を用いているのか条文

上必ずしも明確ではない。これには、先行技術（anticipation）に関連する諸規定はこれ

まで広汎に司法の審理を受けてこなかったということがある。また、特許法ではこれにつ

いて例外の形で規定が書かれているということもある。特許法 34 条はこれらの例外のみ

が先行技術に該当しないと考えられるとしている。これは、法 29 条から 32 条までの規定

で想定されていないその他のすべての行為あるいは事態は、その限りにおいては先行技術

となると考えられるのであるから、先行技術となると考えざるを得ないことを意味する。

合理的な理由のある試験は、1 年間インドで公に用いられたとしても、法 32 条に規定する

例外となる。その他のすべての状況の下では、公用はそれがインド以外でされたとしても

先行技術であると考えられうる。このことは、インド以外での使用がやはり遠方であると

いう理由に対する司法解釈が必要だということになる。しかしながら、当分の間はいずれ
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の場所におけるどのような使用も法 32 条が規定する先行技術に該当しない限り先行技術

であると言うほうがより無難であるといえよう。 
 

 特許の対象が新規性、進歩性および有用性という一般要件を満たしていても、次に掲げ

るものには、特許性が認められない。  
 
（１）  つまらない、または十分に確立した自然法則に明らかに反するような発明。 

 

（２）  発明の主な実施方法、意図した実施方法もしくは商業利用が、公序良俗に反し、

もしくは人間・動植物の生命・健康もしくは環境に重大な悪影響を及ぼす発明。 
 
（３）  単なる科学的法則の発見、または抽象的な理論の考案、または自然界に存在す

る生物もしくは物質の発見。 
 
（４）  既知の物質の既知の効能を向上させないような当該物質の新たな形態の単なる

発見、または既知の物質の単なる特性もしくは実施方法の発見、または既知の手法

もしくは機械器具の単なる特性もしくは使用方法の発見。但し、既知の手法に係る

場合は、当該手法により新規産物がもたらされ、または少なくとも 1 種類以上の

新規反応物を利用するときには、特許性が認められうる。 
 

例えば、既知の物質の塩、エステル、エーテル、多形、代謝産物、純粋な形態、

粒径、異性体、異性体の混合物、複合体、併用および他の誘導体は、その効能に係

る特性が著しく異ならない限り、同一の物質とみなされる。 
 
（５）  単なる混合により、混合成分の特性が合わさって得られたに過ぎない物質、ま

たはかかる物質を作り出す方法。 
 

（６）  個々に動く既知の機器を複数集めて、既知の方法で並べ、並べ換えまたは再現

したに過ぎないもの。 
 

（７）  農業または園芸に係る方法。 

 

（８）  病気にかからないようにするための人間のための医薬、外科手術、医療、予防

診断、治療その他の方法、または病気にかからないようにし、経済的価値を高める

ための動物のための上記に類似する治療法等、または上記方法により産生される産

物の経済的価値を高めるための上記方法。 
  

（９）  植物および動物（全部か一部かを問わない）。但し、微生物を除く。なお、種

子、変種および種は、動植物を繁殖させる本質的な生物学的方法とされる。 
 
（１０） 数学的方法、またはビジネス方法、またはコンピュータプログラムそのもの、

またはアルゴリズム。インドでは政府に対する定期的な説明およびコンピュータ

プログラムの特許性に関する議論があったものの、政府はこの法定の除外を削除

するという意向を正式に表明していない。 近、審査管理官は、パブリックコメ

ントを募集し、コンピュータ関連発明のガイドラインの草案を発表した。 
 
（１１） 文学作品、戯曲作品、音楽作品、美術作品、またはその他芸術的な創造物（映

画作品およびテレビ番組を含む）。 
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（１２） 精神的な活動の体系、法則もしくは態様、またはゲームの遊び方。 
 

（１３） 情報の提示。 

 

（１４） 集積回路の配置。 

 

（１５） 古来伝承されてきた発明、または伝承されてきた成分の、既知の特性を集めも

しくは再現したに過ぎない発明。 
 

（１６） 原子力に関する発明。 

 
 Novartis AG 対インド連邦の 近の画期的な判決で、高等裁判所は、医薬物質／化学物

質の具体的な文脈において表現されている特許法第 3 条(d)を解釈した。上記 4 で示してい

るように、特許法第 3 条(d)物質の効能を向上させないような、既知の物質の新たな形態の

単なる発見を、特許性のある対象から排除している。さらに、上記規定は、第 3 条(d)の除

外に含まれる誘導体の典型的なリスト（塩、エステル、エーテル、多形、代謝産物、純粋

な形態、粒径、異性体、異性体の混合物、複合体、併用および他の誘導体を含む）を定め

ている。 
 
裁判所は、「効能」という用語の意味を審理し、効能試験が、検討中の製品の機能、有

用性および目的に依存すると判示した。したがって、疾患を治療することを意図して開発

された製品について、裁判所は、効能試験は、必ず「治療効果」を伴わなければならない

（製造効果に対して）と判決した。しかし、高等裁判所は、第 3 条(d)は、化学または医薬

物質を含む、全ての斬新的な発明の保護を除外していない－その結果、既知の物質の新た

な形態は、治療効果を向上させるという要件を満たすことを条件に特許性を有することが

再び強調された。 
 
既知の物質の新たな形態についてインドで保護を求める技術革新を進める製薬会社に

とって差し迫って重要なことは、治療効果（非治療効果に対して）を確立することに集中

的に取り組むことの必要性である。特許出願明細書を作成し、又はそれに続く手続きの際

（臨床データおよび専門家の証言に依存することによることを含む）の治療効果を強調す

るための集中的なアプローチは、技術革新的な会社に特許法第 3 条(d)に示される特許性に

対して限界となる障害を克服することを引き続き認めることになるかもしれない。 
 
Yahoo Inc.対特許および意匠局審査管理官補佐8の争訟では、知的財産審判委員会（IPA

B）は、純粋なビジネス方法は、インド特許法第 3 条(k)により、インドでは特許性がない

と判示した。特許法第 3 条(k)により、数学的方法、ビジネス方法またはコンピュータプロ

グラム自体またはアルゴリズムには特許性が認められてない。 
 

 IPAB は、英国（英国特許法第 2 節）、欧州特許条約の第 52 条(2)および米国特許法第 1
01 条を含む、他の法域におけるビジネス方法に関する法律を考慮した。これらの司法権の

立場を考慮した後、IPAB は、インドでは外国の法域とは対照的に、法律は、ビジネス方

法特許を排除するという明らかな法規定の用語を用い、ビジネス方法を明確に排除すると

の結論を下した。更に、IPAB は、ビジネスを実施する方法においては、既存の技術によ

                                                            
8 http://www.ipab.tn.nic.in/222-2011.htm 参照 

http://www.ipab.tn.nic.in/222-2011.htm
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り権利主張された技術的進歩のみで改善され、したがって第 3 条 k 号により排除されたと

示すことにより、検討中の特許出願を拒絶した。 
 
 また、考慮中の発明が、数学的方法自体であったので、技術的進歩があった場合でも、

主題は第 3 条 k 号により排除され、特許を取得することができないとする、Electronic Na
vigation Research Institute vs. Controller General of Patents & Design and others9にお

ける IPAB による 近の審決がこれに追随した。 
 
 また、発明がコンピュータプログラムであるとして第 3 条 k 号により特許性がないと判

示した、審査審理官による決定もいくつかある。しかし、請求項それ自身がコンピュータ

プログラムであると解されるには、請求項がコンピュータプログラム自体に向けられてい

ることを要するのかどうか、または発明の特徴的もしくは決定的な側面かどうか、すなわ

ち、請求項により確認されるような技術への貢献がコンピュータプログラムであってはな

らないかどうかが明らかでない。 
  

                                                            
9 http://www.ipab.tn.nic.in/145-2013htm 参照 

http://www.ipab.tn.nic.in/145-2013htm
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出願 1 

出願公開 2

審査請求 3

所定の期間内に審

査請求されたか？

 

出願取下げとみなされる 

審査管理官は出願を審査官に付託 4 

審査官は出願を審査し、審査管

理官に報告を提出 5 

審査官の報告に基づく F.E.R.の送付 6

出願を特許付与できる状態にする期間 7

出願は特許付与で

きる状態か？ 
出願放棄とみなされる

出願が特許付与の状

態にある旨の通知を

送付 

1. 条約出願の場合は優先日から 12 カ月以内、PCT 出願の場合は優先日から 31 カ月以内 
2. 出願日または優先日（いずれか先の日）から 18 カ月の期間満了後 1 カ月以内 
3. 先の優先日から 48 カ月以内 
4. 出願公開日または審査請求日のいずれか後の日から 1 カ月以内 
5. 長官が付託した日から［通常］1 カ月以内、但し、3 カ月を超えてはならない。 
6. 通常は出願公開日または審査請求日のいずれか後の日から 6 カ月以内 

F.E.R とは First Examination Report（ 初の審査報告）である。 
7. F.E.R.の発出日から 12 カ月 

いいえ 

いいえ  はい 



第１章 知的財産権の取得 

60 
 

（１）  出願手続きおよび追行 

インドにおいて特許を出願する場合には、必ず明細書等および図面を（その他に、請求

項がある場合には請求項も併せて）提出し、出願人の氏名および住所、発明者の詳細、な

らびに優先権に係る事項を明らかにしなければならない。国際出願を行う場合には、国内

段階に入った場合、つまり各締約国（例えばインド）における審査を受けるときに、PCT
（特許協力条約）において公開した書類の写しも提出することができる。なお、法に定め

る期限内であれば、適切な手続きを経て、上記以外のあらゆる書類を提出し、必要事項を

明らかにすることができる。 

 

出願の際に優先権の主張をする場合には、優先権を証明する証書の提出を求められるこ

とがある。優先権の根拠となる第一国出願が英語以外の言語により行われているときには、

当該出願において提出された書類を英語に翻訳し、認証を受けたものも併せて提出するよ

う求められる。国際出願において、各締約国における審査の段階では、優先権を証明する

証書を、優先日（優先権主張の基礎となる第一国出願を行った日）から 31 カ月以内に、

提出しなければならない。但し、PCT 規則第 17.1 条(a)項または(b)項に基づき、優先権を

証明する証書を、既に（世界知的所有権機関）国際事務局に提出している場合には、所定

の様式 PCT/IB/304 を提出するだけで足りる。上記前段および後段のいずれの要件も満た

していない場合には、優先権を証明する証書および／またはこれを英語に翻訳したものを

提出するよう、インド特許局から求められることがあり、その場合には、3 カ月以内に必

要な書類を提出しなければならない。通常インド特許局から第一次審査通知が送られて来

て、かかる書類の提出が求められる。 
 
パリ条約の同盟国等への締約国出願の場合には、優先権を証明する書類は（場合によっ

ては、これを英語に翻訳し、認証を受けたものも併せて）、審査管理官から求められたと

きに提出すればよい。この場合も、通常第一次審査通知が送付されて来て、必要書類の提

出が求められる。提出期限は、通知書が送られて来てから 3 カ月以内である。 

 

優先権を証明する証書を提出しない場合には、インド特許局に優先権の主張を認めても

らえないことがある。 

 

特許出願は、単独でまたは他の者と共同して行うことができる。発明の特許を出願する

ことができるのは、当該発明を 初に発明した発明者本人、当該発明者から特許を受ける

権利の譲渡を受けた承継人、または特許出願の権利を有したまま死亡した者の法律上の代

表者である。法人も、承継人として、特許を出願することができる。特許を出願する権利、

特許権者あるいは特許権者の承継人として登録される権利、もしくはインド特許法に基づ

き認められた特許の実施権を求めもしくは保有する権利は、特許の付与および特許権の保

護につき自国民に準じた権利をインド国民に認めない国の国民に対しては、認められない。 

 

① 出願書類 

特許出願は、所定の様式により行う。特許を受ける権利の譲渡を受けて、特許を出願す

る場合には、特許を出願してから 6 カ月以内に、出願する権利を証明する証拠を提出しな

ければならない。出願書類には、出願人が当該発明を保有することを明記しなければなら

ない。出願人と発明者とが異なる場合には、出願書類に、当該発明をまぎれもなく 初に

発明した発明者の氏名を明記し、申告しなければならない。 
  
出願書類には、明細書等および当該出願のパリ条約等の締約国への出願に係る保証書を、

添付しなければならない。同一または同一と見なせる発明につき、インド以外の国におい

ても、単独でまたは他の者と共同して、特許を出願した場合には、当該パリ条約等の締約
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国への出願について、その出願から 6 カ月以内に、審査管理官に届け出なければならない。

かかる届出に際しては、当該パリ条約等の締約国への出願の詳細に係る書類を、審査管理

官に提出しなければならない。なお、出願人は、特許査定または拒絶査定が出されるまで

は、同一または同一と見なせる発明につき、インド以外の国においてパリ条約等の締約国

への出願をした場合には、その出願から 6 カ月以内に、当該パリ条約等の締約国への出願

の詳細について、書面で届け出ることを約束する保証書を、所定の様式をもって、提出し

ておかなければならない。また、特許査定または拒絶査定が出されるまでの間であれば、

その時期を問わず、インド以外の国における出願手続の進捗状況につき、報告するよう審

査管理官から命じられることがある。その場合には、当該命令から 6 カ月以内に、必要事

項を報告しなければならない。 

 

② 仮明細書および完全明細書 

特許を出願するときには、必ず仮明細書または完全明細書を添付しなければならない。 
 
仮明細書は、これをインド特許局に提出することにより、完全明細書の厳しい提出要件

を満たさなくても、先行技術が判明した場合、および当該提出日以降にインド国内および

国外において特許出願する場合に、援用することのできる優先日を、当該仮明細書の提出

日とすることができる。 
 

仮明細書には、発明および当該発明の主要事項がよく分かるような表題を記載すれば足

りる。また、図面を添付することができる。但し、仮明細書に係る図面を提出せず、また

は図面が提出されていても、当該図面では足りないと見なされた場合には、仮明細書につ

いて図面を提出し、または不足を補う図面を提出するよう、審査管理官から求められるこ

とがある。仮明細書に請求項を記載するかどうかは、出願人の任意である。 

 
一方、完全明細書の提出要件は、極めて厳しいものである。完全明細書の提出に当たっ

ては、必ず次に掲げる全ての要件を満たさなければならない。 
 

ⅰ.   発明、当該発明の運用または使用、および当該発明の実施方法について、具体的か

つ漏れなく記載すること。 

 

ⅱ.  出願人の知る限りにおいて、当該発明の実施方法として 善の方法であり、かつ出願

人が特許による保護を求める方法について、記載すること。 

 

ⅲ.  特許による保護を求める当該発明の範囲を定める請求項を、 後に記載すること

（１つとは限らない）。 

 

ⅳ.  当該発明の要約書を添付すること。  
 
仮明細書の場合と同じように（但し、図面を提出せず、または図面が提出されていても、

当該図面では足りないと見なされた場合に限らず）、図面を提出し、または既に提出済み

の図面につき、これを補足する図面を提出するよう、審査管理官から求められることがあ

る。 

 

特許出願のときに仮明細書を添付した場合には、当該仮明細書の提出日から 12 カ月以

内に完全明細書を提出しなければ、当該特許出願は、放棄されたものとみなされる。完全

明細書の請求項が仮明細書の記載事項に基づいたものと見なすことができる場合には、当

該仮明細書の提出日が、当該請求項の優先日とみなされる。よって、提出要件の緩い仮明
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細書を提出しておけば、（提出要件の厳しい完全明細書を提出する場合よりも）優先日と

して早い日を設定することができる。 

 

同一の出願人が仮明細書を添付して複数の特許出願を行った場合に、これらの特許出願

が単一の発明に関するものであり、または単一の発明に該当しており、従って単一の特許

に統合することができると、審査管理官が判断したときには、当該出願人は、当該複数の

特許出願の全部に係るものとして、完全明細書を 1 つだけ提出するだけでよいとされるこ

とがある。但し、かかる完全明細書は、仮明細書を添付して出願した複数の特許出願のう

ち、 も早い出願日から 12 カ月以内に、提出することを要する。出願人が、完全明細書

の提出後 12 カ月以内に、審査管理官に対し、当該完全明細書を仮明細書として扱うよう

求めた場合には、当該請求が認められ、当該完全明細書を仮明細書と見なして特許出願手

続きが進められることがある。また、出願人が、仮明細書の提出後、特許査定の出る前に、

審査管理官に対し、当該仮明細書を無効とするよう求めた場合には、当該請求が認められ、

当該仮明細書が無効とされ、従って特許出願の優先日が完全明細書の提出日に繰り下げら

れることがある。 
 
仮明細書の提出後に完全明細書を提出する場合、または先願として特許を出願する場合

には、発明主体に係る申立書を、所定の様式により、完全明細書の提出時に、または完全

明細書の提出後 1 カ月以内に、提出しなければならない。かかる申立書には、発明者の

（1 人とは限らない。）氏名、住所および国籍を正確に記載しなければならない。申立書

において発明者として記載された者が、特許出願においては発明者とされていなかった場

合には、当該発明者が署名をもって当該発明を当該完全明細書に記載することを認めた旨

の書面を要する。 

 

③ メールボックス出願 

メールボックス出願は、インド特許局においては、TRIPS 協定の諸規定が施行されて間

もなく、1995 年初めから実施されるようになった。メールボックス出願については、199
9 年のインド特許法改正をもって、遡及的に法的に有効なものと認められ、また同改正を

もって TRIPS 協定第 70 条(8)項がインド国内において実施されることになった。同時にこ

のインド特許法改正においては、TRIPS 協定第 70 条(9)項に定める「排他的販売権」に係

る規定も新設された。排他的販売権は、一定の特別要件を充足する場合に認められた。排

他的販売権の承認に当たっては、特許出願を正式に審査する必要はなかった。排他的販売

権は、名前の通り、その権利の範囲が販売活動に限られ、その存続期間は、 長で 5 年間

認められた。出願した特許が認められ、または実体審査の結果拒絶査定が出されたときに

は、排他的販売権の存続期間は短くなるものであった。 
   
上記の排他的販売権に係る諸規定は、2005 年にインド特許法が改正されたときに全て廃

止され、代わって包括的な物（product）の特許制度が導入された。また同時に、メール

ボックス出願を行った出願人は、合理的なロイヤルティを受ける権利のみを得ることがで

きる旨の規定が新設された。合理的なロイヤルティは、出願公開をもって発生する。なお、

特許出願の対象となる製品につき、当該特許の出願人ではない企業が、相当な投資を行っ

た上で 2005 年 1 月 1 日以前から当該製品を製造・販売しており、かつ当該特許出願が認

められた時にも（すなわち、出願人が出願公開をもって発生した全ての権利を主張するこ

とができるようになった時）製造を続けていた場合には、当該企業は、当該特許が認めら

れた場合に保護される当該製品につき、これの販売等を引き続き行う権利を有することを

定めた規定も、同改正において追加された。かかる場合には、（特許出願が認められた）

特許権者は、かかる企業に対して、特許侵害手続きを提起することができない。 
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現在、メールボックス出願されたものについてはほとんど処理が終わっているが、ロイ

ヤルティや非侵害に関する規定はいまだに有効である。Novartis 社と Union of India 社と

の紛争のようにメールボックス出願の主題である発明にもとづいた訴訟を考慮するとこれ

らの規定はいまだに意味がある。 
 

④ 明細書等の記載事項 

完全明細書および仮明細書は、必ず所定の様式により作成しなければならない。完全明

細書および仮明細書のいずれにも、発明および当該発明の主要事項がよく分かるような表

題を記載しなければならない。表題は、原則として 15 語以内で、発明の具体的な特徴が

分かるようなものとする必要がある。完全明細書については、発明、当該発明の運用また

は使用、および当該発明の実施方法について、具体的かつ漏れなく記載し、また出願人の

知る限りにおいて、当該発明の実施方法として 善の方法であり、かつ出願人が特許によ

る保護を求める方法を、記載しなければならない。 
 
完全明細書には、特許による保護を求める当該発明の範囲を定める請求項を、 後にま

とめて記載しなければならない。請求項は、単一の発明または全体で一つの発明の概念と

考えられる発明の集まりに関するもので、かつ完全明細書または仮明細書の記載事項に基

づいたものと見なすことのできるものでなければならず、これを簡潔明瞭に記載しなけれ

ばならない。請求項の記載方法については、特にインド特許局から指定・推奨されたもの

はないが、記載事項としては、効用や目的よりも、物の発明に係る請求項は当該物の特徴

を明記し、方法の発明に係る請求項は当該方法の流れを明記するよう、審査管理官から求

められることが多い。また不明瞭な記述や、完全明細書等に基づいていないと思われる記

述、不確定要素が高いと思われる記述等は、拒絶理由となる。公に、方法および目的につ

いて記載してはいけないとされているわけではないが、かかる記載については、公正な根

拠を示すよう審査管理官から求められ、場合によっては、方法に係る記述を「本書に記載

するようなもの」等の表現により、意味範囲を明確にしなければならないと指摘されるこ

とがある。 

 
完全明細書には、これを補足する図面を（1 つとは限らない。）添付することができる。

明細書に図面を添付しなかった場合には、発明の内容を明確にするには図面が必要である

と審査管理官が判断すれば、図面を（1 つとは限らない。）提出するよう求められること

がある。図面は、少なくとも 1 部が、耐久性の高い用紙に、きれいに見やすく作成したも

のでなければならない。図面の作成に使用する用紙は、標準 A4 サイズ（縦 29.7 cm 横 21 
cm）で、上部および左余白に 4 cm、下部および右余白に 3 cm を空ける。縮尺は、発明が

十分によく分かるようなものでなければならず、寸法は図面に記載してはならない。図面

が複数ある場合には、順番に連続した番号を付さなければならない。出願人の氏名は用紙

の上部左端に、図面の合計枚数および該当ページ数は上部右端に記載する。また下部右端

には、出願人またはその代理人の署名を記載する。なお、図面には、フローチャートを記

載する場合を除き、発明を説明する文章の記述を載せてはならない。 
 
模型や見本は、インド特許局から要求があったときにのみ、これを提出することができ

るが、明細書の一部を成すものとはみなされない。. 
 
完全明細書には、発明の要約書も添付しなければならない。要約書には、発明の表題を

付け、当該発明の概要を簡潔に記載する。具体的には、当該発明の属する技術の分野、当

該発明により解決される技術上の問題、その具体的な解決方法、および当該発明の主な使

用方法（1 つとは限らない。）がよく分かるように、150 語以内で記載しなければならな

い。場合によっては、当該発明の特徴として、化学式を記載することもできる。出願の際、
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明細書に図面を（1 つとは限らない。）添付した場合には、当該図面の数値を示す要約書

を、出願公開用に添付することができる。要約書および図面の両方に記載した主要事項は、

（要約書および図面のいずれにも）参照記号を付しておかなければならない。要約書は、

当該発明の属する技術の分野において、調査するときにすぐに役立つようなものとして、

作成しなければならない。 
 

発明または当該発明を実施しもしくは使用する 善の方法をきちんと説明するために、

明細書に生物学的素材を記載しており、かつ当該生物学的素材が一般に入手不可能なもの

である場合には、当該生物学的素材は、ブダペスト条約に基づき、国際寄託機関に寄託し

なければならない。かかる生物学的素材の寄託は、当該生物学的素材に係る特許をインド

において出願する日までに行わなければならない。また、かかる出願日から 3 カ月以内に、

当該生物学的素材に係る事項を明細書に記載し、提出しなければならない。具体的には、

かかる生物学的素材を正確に特定しまたは示す当該生物学的素材の全ての特徴、ならびに

当該生物学的素材の寄託機関の名称と住所、および当該機関への寄託日と寄託番号等を、

明細書に明記しなければならない。寄託機関に寄託された生物学的素材が一般に入手可能

となるのは、当該生物学的素材に係る特許がインドにおいて出願された日、または優先権

が行使される場合には優先日以降に限られるものと定められている。なお、かかる生物学

的素材の材料の出所および地理的原産地も、明細書に明記しなければならない。. 
 
⑤ 国際な取極め 

インドが加盟しまたは加入する国際的、地域間または二国間の条約、協定または取極め

に加盟しもしくは加入し、またはかかる条約等に加盟しもしくは加入する国々の集まり、

連合組織もしくは国際組織に加盟しもしくは加入する国が、自国の国民に対し特許の付与

および特許権の保護につき特別な権利を認める場合に、これに類する権利をインドの特許

出願人またはインド国民に対しても認めるときには、かかる国は、インド特許法上締約国

とみなされる。 

 

締約国が、インド国民に対して、特許の付与および特許権の保護に係る権利を、自国民

に準じて認めない場合には、当該締約国の国民は、単独でか他の者と共同してかを問わず、

インド特許法に基づき、特許を出願しもしくは特許権者として登録し、特許権者の承継人

として登録し、または特許権に係る実施権を求めもしくは実施権を保有することができな

い。 

 

（インド以外の）締約国において発明の特許を出願した場合に（以下「第一国出願」と

いう。）、第一国で出願してから 12 カ月以内にインド特許法に基づき（インドにおいて）

出願したときには、完全明細書の請求項が第一国出願において申し立てた事項に基づいて

いれば、当該請求項の優先日は、第一国出願を行った日となる。同一の発明につき複数の

締約国において同一または類似の保護を求めて出願した場合には、第一国出願日は、当該

複数の締約国において出願した日のうち、 先の日とされる。 

 

複数の締約国において複数の発明につき保護を求めて出願した場合に、当該複数の発明

が同種のものであり、または当該複数の発明が一部変更した程度の相違しかないものであ

るときには、当該複数の締約国において出願した日のうち も早い日から 12 カ月以内で

あれば、当該複数の発明につきまとめてパリ条約等の締約国への出願をすることができる。

但し、まとめて出願する場合でも、出願に要する手数料は、当該複数の発明を個別に出願

する場合と同じ手数料を納付しなければならない。 
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いずれか締約国への出願にせよ、必ず完全明細書を添付し、出願日および保護を求める

対象国を明記しなければならない。また、出願日までに、出願人本人または出願に係る権

利の譲渡を受けた承継人のいずれも、当該発明の保護を対象国に求めて出願したことがな

いことを、記載しておかなければならない。対象国において保護を求めて出願する発明に、

もとの発明の応用または追加がある場合には、これらの請求項を完全明細書に記載するこ

とができる。完全明細書の他に、仮明細書又はこれに類する書類を、第一国出願において

当該国の特許庁に提出しまたは寄託し、かかる書類につき当該国の担当公務員の長または

特許庁長官の認証を受け、そうでなければ審査管理官が満足できるように証明を受けてい

る場合には、かかる書類も、パリ条約等の締約国へ出願の時に、または出願後 3 カ月以内

もしくは 3 カ月より長い期限で審査管理官が十分な理由に基づき認める期限までに、これ

を提出しなければならない。かかる書類が外国語により作成されている場合には、これを

英語に翻訳し、宣誓供述書によりまたはその他審査管理官が満足するような形で認証を受

けたものを、当該書類に添付しなければならない。 

 

インド特許法の規定は、別段の定めがない限り、上記の通り、通常の特許出願およびそ

の特許査定に準じて、パリ条約等の締約国への出願およびその特許査定にも適用される。 

 

⑥ 特許協力条約（PCT）に基づく国際出願 

PCT に基づく国際出願による手続きは、適切な官庁に出願して行うことができる。PCT
に基づく国際出願においては、適切な官庁とは受理官庁であり、指定官庁であり、また選

択官庁であり、そして特許局審査管理官である。これら官庁は、世界知的所有権機関（WI
PO）国際事務局（IB）、PCT において定める国際調査機関（ISA）および国際予備審査

機関（IPEA）と連携して手続きを進める。 
 
国際出願の出願人がインドにおいて出願する場合には、英語またはヒンディー語により

作成した出願書 3 部を提出し、併せてインド特許法および PCT に定める所定の出願料を

納付しなければならない。国際出願の提出を受けたインド特許局各支部は、当該出願書 1
部を保管用として WIPO 国際事務局に、また 1 部を調査用として管轄 ISA に送付する。

なお、出願人が求める場合には、優先権に係る書類の認証謄本を作成し、これを WIPO 国

際事務局に送付する。（但し、出願人は、所定の手数料を納付しなければならない）また

各支部は、当該国際出願の詳細について、インド特許局本部に報告する。 
 
 国際出願の出願人は、所定のフォーム（Form 1）による出願をして、インド特許局に

所定の国内手数料およびその他の手数料を支払う必要がある。国際出願が英語で作成され

ていない場合には、当該出願書を英語に翻訳し正式な認証を受けたものを、出願日取得の

ために提出しなければならない。PCT の下で国際出願は、優先日から 31 カ月以内に国内

移行期間に入る。 

 

⑦ 明細書等の補正 

完全明細書および仮明細書ならびにこれらに添付する図面は、出願人がこれの補正を行

うことができる。かかる補正は、変更箇所の含まれるページ全体を作成し直し、変更前の

明細書等と一体のものとなるよう整え、提出することにより行う。紙片を貼り付け、また

は書面の余白に注を付け加え、もしくは書き込む等の方法により、行ってはならない。補

正した明細書等は、差し替えるページまたは図面がある場合には、これを添えて、審査管

理官に提出しなければならない。かかる差し替え用ページ等は、出願人またはその代理人

が、差し替えまたは無効等の正式な表示を付し、かつ署名を記しておかなければならない。

（但し、頭文字の署名でよい）ページ全体を作成し直し、もしくは新たにページを追加し、
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または図面に大幅な変更を加え、もしくは新たに図面を追加した場合には、当該ページま

たは図面については、これを 2 部提出しなければならない。 
 
⑧ 出願の分割 

特許を出願した後であっても、特許査定を受ける前であればいつでも、分割出願を何度

でも行うことができる。分割出願には、完全明細書を提出しなければならない。分割出願

は、各出願人の任意で行い、または拒絶理由通知を受け、その拒絶理由として、出願した

特許出願の請求項が（1 つとは限らない。）複数の発明に係るものであるとの指摘を受け

たときに、これの是正を目的として行う。分割出願においては、もとの特許出願のときに

添付した完全明細書において、明らかにされていないと見なすことのできる事項を入れな

ければならない。分割出願が認められる場合には、もとの特許出願が行われた時に、当該

分割出願が行われたものと見なされ、もとの特許出願とは別個の出願として処理され、当

該分割出願に対する出願審査請求が出された場合にのみ、出願審査が行われる。 

 
⑨ 請求項に認められる優先日 

優先日は、完全明細書の各請求項について、当該完全明細書が提出された日が、優先日

として認められる。但し、ある仮明細書について提出を要する完全明細書を提出する場合

に、当該完全明細書の請求項が当該仮明細書の記載事項に基づいたものであるときには、

当該仮明細書を添付して特許出願を行った日が、当該請求項の優先日となる。 

 

複数の仮明細書に係る完全明細書を提出する場合に、当該完全明細書の請求項が当該仮

明細書のいずれかに記載された事項に基づくものであるときには、当該仮明細書を添付し

て特許出願を行った日が、当該請求項の優先日となる。 

 

複数の仮明細書に係る完全明細書を提出する場合に、当該完全明細書の請求項が当該仮

明細書のいずれかに記載された事項および当該仮明細書のうち別のものに記載された事項

の両方に基づくものであるときには、当該仮明細書を添付して特許出願を行った日のうち

いずれか遅い方の日が、当該請求項の優先日となる。 

 

以前インドにおいて特許出願を行っており、これに係る完全明細書を当該出願から 12
カ月以内に提出する場合に、当該完全明細書の請求項が当該特許出願において明らかにさ

れた事項に基づくものであるときには、当該事項が初めて明らかにされた当該特許出願の

出願日が、当該請求項の優先日となる。 

 

既に提出済みの明細書を（1 つとは限らない。）分割する完全明細書を提出する場合に、

当該完全明細書の請求項が当該提出済み明細書の記載事項に基づくものであるときには、

当該事項が初めて明らかにされた当該提出済み明細書の提出日が、当該請求項の優先日と

なる。 
 
完全明細書の請求項につき、複数の優先日が成立しうる場合には、かかる優先日のうち

先の日が、当該請求項の優先日となる。 

 

（２）  出願後の手続き～出願公開 

 特許が出願された場合には、必ず出願日または優先日のうちいずれか早い方の日から 18
カ月後に、当該特許が公報に掲載され、一般に公開される。但し、特許出願が審査管理官

により公報に掲載されるのは、通常上記の 18 カ月後から更に遅れてその 1 カ月後が期限

とされている。出願人は、上記の 18 カ月経過前であっても、所定の申請書により審査管

理官に対し、出願公開を請求することができる。その場合には、通常請求のあった日から
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1 カ月以内に出願が公開される。但し、出願が秘密扱いとされ、または出願日もしくは優

先日のうちいずれか早い方の日から 15 カ月以内に出願が放棄されもしくは取り下げられ

た場合には、出願は公開されない。 
 
出願公開においては、必ず出願日、特許出願番号、出願人の氏名・住所等の出願の詳細

事項および要約書が公開される。 
 

特許出願に係る生物学的素材がある場合には、明細書に記載され寄託機関に寄託されて

いた当該生物学的素材は、出願公開をもって、寄託機関は一般に利用可能とする。。また、

明細書等、および図面がある場合にはこれも、所定の手数料を納付すれば、特許局におい

て閲覧することができる。 
 
出願公開の日から（当該日を含む）特許権の設定登録までの間については、特許権が当

該出願公開日に付与されたものとして、権利および特権が認められる。但し、特許権の設

定登録が完了するまでは、権利侵害に対するいかなる手続きもとることはできない。 

 

特許出願は、毎週発行される特許公報により公開される。特許公報の電子版は、2005 年

1 月から、インド特許局のウエブサイトに掲載されている。なお、インド国家知的財産委

員会のイニシアティブにより特許データベースが特許局により開発されて、これにより特

許出願を含む特許の 新の情報が提供されるようになっている。このデータベースについ

ては、とりわけ調査目的では、また（特許あるいは出願）の状況に関する公式的な地位

（の情報）を得る場合とかでは、ときには完全な信頼性のあるものとはいえないとかとい

う見解がある。 

 

（３）  特許出願手続きの流れ 

通常、特許出願手続きは、出願日から特許の付与ができると判断するまでに 4 年から 6
年を要する。特許証の発行は、当該特許出願が特許の付与ができると判断された日から 1
年から 3 年かかることがある。 

 

（４）  審査 

出願した特許の審査は、出願人またはその他の関係者が、出願日または優先日のうちい

ずれか早い方の日から 48 カ月以内に、所定の様式をもって、審査請求を行った場合にの

み行われる。分割出願の場合には、もとの出願の優先日（もしくは優先権の主張を伴わな

い場合には、出願日）、または当該分割出願を行った日のうちいずれか遅い方の日から 48
カ月以内に、審査請求を行わなければならない。かかる期限までに審査請求を行わなかっ

た場合には、当該出願は出願人により取り下げられたものとみなされる。特許出願の審査

請求が出されると、その順番に従って、審査が行われる。 
 
所定の方法により所定の期限内に審査請求が出されると、審査管理官は、当該出願の審

査を審査官に付託する。審査の付託は、通常出願が公開された日または審査請求のあった

日のうちいずれか遅い方の日から 1 カ月以内に、行わなければならないものとされている。

特許出願の審査においては、当該出願がインド特許法およびこれに基づき制定された規則

に定める要件に適合しているかどうかが、確認される。また、インド特許法に基づき、特

許を拒絶する法律上の理由がないかどうかも確認される。 
 
審査においては、完全明細書の請求項に記載された出願対象の発明について、次に掲げ

る事項も審査される。 
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① 出願人が当該完全明細書を提出する前に、1912 年 1 月 1 日以降に（当該日を含む。）

インドにおいて出願された特許明細書等の公開によって当該発明にとって既に先行技

術となっていないかどうかどうか。 
 

② 当該発明が、インドにおいて特許出願がされ、かつ、その日より前かあるはその日よ

り前の優先日を主張している出願であって、その出願に従って提出された完全明細書

の出願の日またはその後に公開された完全明細書において、請求項となっているかど

うか。 
  
上記の他にも、完全明細書の請求項に記載された出願対象の発明について、出願人が当

該明細書を提出する前に、インドまたはその他の国や地域において、特許完全明細書以外

の書類により、審査官は当該発明に先行する技術が公開されていないかどうかも審査する。 
 

先行技術の存在が認められるのは、出願対象の発明が、インド特許法に定める区分のい

ずれかに該当する先行技術において、既に公開されている場合である。進歩性があるか否

かの判断基準は、出願対象の発明が、当該発明の分野の技術者から見て、出願日または優

先日（のうちいずれか早い方の日）に既に存在する先行技術に照らして、自明であるかど

うかにある。なお、自明であるかどうかの判断に当たっては、複数の先行技術に基づく

概念を組み合わせたものであっても構わない。（但し、その場合には、組み合わせると

いう明示または黙示の意思が求められる。） 

 
 知的財産審判委員会（IPAB）は、Windsurfing International Inc. vs. Tabur Marine 
(GB) Ltd.10の事案で設定された線に沿って自明性を評価するようにしている。Enercon In
dia Limited vs. Aloys Wobben11の場合では、IPABは自明性の審査基準は次のような事項

を含み、それについて調査をすべきとする見解を有していた。 
 
① 概念的な当業者とその当業者の関連する共通する一般的知識が何かを確認する。 

 

② 問題となっているクレームの発明の概念が何であるか確認する。それがなされていな

い場合は、それを解釈する。 
 

③ 技術水準を形成するとして引用されたものとクレームの発明概念あるいは解釈された

クレームとの間に存在する違いを、それがもしあれば、確認する。かつ、 
 

④ 特許をクレーム（権利要求）したとする発明につきなんら知識がない状況でみた場合

に、これらの違いが当業者にとって自明であったとする水準（step）であるかどうか、

あるいはその違いが発明のどのようなレベル（degree）を要求するものか、を問う。 
 

上記の審査が完了すると、審査官は審査管理官に対し、報告書を作成する。審査付託か

ら審査完了までは、通常 1 カ月から 3 カ月を要する。第一次審査報告書は、願書および明

細書と一緒に、出願人またはその授権代理人に送付される。第一次審査通知は、通常審査

請求日から 6 カ月、または出願の公開された日から 6 カ月のうちいずれか遅い方までに交

                                                            
10 [1985] RPC 59 
11 M.P. Nos.5/2010. 27/2010 & 49/2010。http://www.ipab.tn.nic.in/Orders/245-2010.htm 参

照。 

http://www.ipab.tn.nic.in/Orders/245-2010.htm
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付されることになっている。出願人以外の関係者が審査請求を行った場合には、審査に係

る通知は、当該関係者に送付される場合がある。 
 
 しかし、実際には滞貨のため、特許局は審査請求書の提出日から 3～4 年後にしか第一

次審査報告書を発送することができない。 
 
 審査請求されている係属中の出願の第一次審査報告書の発行状況は、特許局によって

近アップロードされている。12係属中の出願は、技術分野および特許局の 4 つの部門によ

り分類される。 
  

特許秘密保持命令 

出願された特許が、防衛に関するものであると審査管理官が判断した場合には、審査管

理官は対応する発明に係る情報公開を禁じる特許秘密保持命令を出す場合がある。このよ

うな場合には、審査管理官は上記に関することを中央政府に通知し、発明の公開がインド

の防衛に悪い影響を与えるか否かの通知を受ける。それに従って、審査管理官は、情報公

開を禁じる命令を取消すか、または執行する。特許秘密保持命令は、6 カ月ごとに、また

は特許権者から要求のあったときに中央政府によって審査される。特許秘密保持命令が有

効である限り、審査管理官は当該出願を拒絶しないことになる。  
 

７．  先行技術のある場合の手続き 

完全明細書の請求項に記載された出願対象の発明について、前述の理由から当該発

明に先行する技術が存在すると判断された場合には、特許審査管理官から拒絶査定が

下される。但し、当該明細書の請求項に係る優先日が、他の明細書等の請求項に係る優先

日または関連書類を提出した日よりも前の日であることを、出願人が審査管理官に対し証

明し、これに審査管理官が納得した場合には、この限りではない。かかる証明をすること

ができない場合には、拒絶査定が下されるが、その場合に審査管理官の満足するように当

該完全明細書を補正しない限り、審査管理官は出願を拒絶することとなる。 
  
特許出願審査の結果、出願人に不利な判断が下され、または出願書類もしくは添付した

明細書や図面等の補正を要することになった場合には、特許審査管理官から出願人に対し、

当該出願の拒絶理由が通知され、意見陳述の機会が与えられる。 
 
出願人は、審査管理官から通知を受けた拒絶理由に反論し、または明細書の補正を要す

るか否かにつき自らの見解を申し添えて明細書を再提出する場合には、審査管理官に公式

の意見陳述する機会を与えられる。但し、 初の拒絶理由通知を受けたときから 12 カ月

以内であってその期間の経過する 10 日前に、意見陳述の機会を要求した場合にのみ、意

見陳述することが認められる。なお、正式な意見陳述の機会を求めず、意見書を提出し、

請求項の正当性を主張することもできる。 
 
かかる意見陳述の機会につき、10 日間またはこれよりも短い期間で審査管理官が適切と

考える期間の通知が、出願人に交付される。出願人は、通知を受けたら、できる限り早く、

意見陳述を行うかどうかを、審査管理官に通知しなければならない。 
 
特許審査管理官は、意見陳述を聞いた上で、適切と考える明細書の補正を指示し又は認

める。その通りの補正が指定した期限までに行われない場合には、拒絶査定が下される。

                                                            
12 http://ipindiaservices.gov.in/rqstatus 参照。 

http://ipindiaservices.gov.in/rqstatus
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なお、出願人が意見陳述を行っておらず、または意見陳述を希望しない旨を審査管理官に

伝えている場合であっても、上記のような補正の指示等が出されることがある。 
 
上記の他に、出願人の提出した完全明細書の請求項につき、出願人が当該明細書を提出

する前にインドにおいて出願された特許について、または出願人が当該明細書を提出する

より先の日を優先日として優先権の主張を伴う特許出願がインドにおいて行われており、

その特許について提出された完全明細書で、かつ出願人が当該明細書を提出するよりも前

に提出されたものにおいて、当該発明に先行する技術が公開されていることが、唯一の拒

絶理由と判断された場合には、特許査定が延期され、当該拒絶理由を解消する猶予期間と

して 2 カ月間が認められる。猶予期間である 2 カ月の経過後に、拒絶理由が解消されてい

ないと審査管理官から判断され、または出願人が要求する場合には、意見陳述期日が定め

られる。かかる意見陳述の機会につき、10 日間またはこれよりも短い期間で審査管理官が

適切と考える期間前の通知が、出願人に交付される。出願人は、通知を受けたら、できる

限り早く、意見陳述を行うかどうかを、審査管理官に報告しなければならない。審査管理

官は、意見陳述を聞いた上で、適切と考える明細書の補正を指示しまたは認め、他の明細

書等に当該発明に係る先行技術が記載されていることを、当該明細書に追記するよう命じ

る。その通りの補正が指定した期限までに行われない場合には、拒絶査定が下される。な

お、出願人が意見陳述を行っておらず、または意見陳述を希望しない旨を審査管理官に伝

えている場合であっても、上記のような補正の指示等が出されることがある。  
上記の通り、審査管理官の命令に従い他の特許に言及する記述を当該明細書に挿入する

場合には、該当する請求項に続けて、次のような文言を入れる。 
 
「インド特許法（1970 年制定）第 18 条(2)項に基づき、特許出願番号につき提出した明

細書を引用することが指示されていた。」 
 

８．  権利侵害の可能性のある場合の手続き 

特許出願審査の結果、審査管理官が出願対象の発明を実施すれば、他の特許の請求項を

侵害する相当なおそれがあると判断した場合には、その特許について当該出願に係る明細

書に記載するよう、審査管理官から出願人に対して命じることができる。但し、出願人が、

当該他の特許の請求項につき、これが無効であると考える合理的な根拠を証明し、または

審査管理官の満足するように当該明細書を補正する場合には、この限りではない。 
 

上記の通り、当該明細書に他の特許に言及する記載を入れたが、その削除を出願人が求

めた場合には、次に掲げるいずれかの事由に該当するときには、審査管理官により当該削

除が認められる。 
  

（１）  他の特許が取り消され、または失効した。 
 

（２）  他の特許の明細書の補正が行われ、言及した請求項が削除された。 
 

（３）  司法手続きまたは審査管理官による審判において、言及した請求項が無効であり、

または当該明細書に記載した発明の実施により侵害されないことが、証明された。 
 

（４）  審査管理官の命令に従い他の特許に言及する記載を当該明細書に挿入する場合に

は、該当する請求項に続けて、次のような文言を入れる。 
  

「インド特許法（1970 年制定）第 19 条(1)項に基づき、特許番号を引用することが指示

されていた。」 
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９．  異議申し立て 

異議申し立ては、権利付与前異議申し立ておよび権利付与後異議申し立ての 2 つに分か

れる。 

 

（１）  権利付与前異議申し立て理由 

何人も、次に掲げるいずれかの理由がある場合には、出願公開後査定前の段階にある特

許出願につき、異議を申し立てることができる。 

 

① 出願対象の発明またはその一部は、出願人が異議を申し立てた者から不法に入手した

ものである。 

 

② 完全明細書の請求項に記載された出願対象の発明が既に、1912 年 1 月 1 日以降に

（当該日を含む。）インドにおいて出願された特許に係る明細書において、当該請求項の

優先日前に公開されており、またはインドその他の国や地域において、かかる明細書以外

の書類において公開されている。 

 

③ 完全明細書の請求項に記載された出願対象の発明につき、当該請求項の優先日よりも

前にインドにおいて出願された特許について、または当該請求項の優先日よりも前の日を

優先日としてインドにおいて出願された特許について、当該請求項の優先日以降に（当該

日を含む。）提出された完全明細書の請求項において、当該発明が記載されている。 

 

④ 完全明細書の請求項に記載された出願対象の発明が既に、当該請求項の優先日よりも

前から、公知でありまたは一般に利用されていた。 

 

⑤ 完全明細書の請求項に記載された出願対象の発明が、自明であって進歩性が認められ

ない。 

 

⑥ 完全明細書の請求項に記載された出願対象の発明が、インド特許法に定める「発明」

には当たらず、またはインド特許法に基づき特許性が認められない。 

 

⑦ 発明またはその実施方法が、明瞭かつ十分に完全明細書に記載されていない。 

 

⑧ 当該出願に係るパリ条約等の締約国への出願について、審査管理官に報告しておらず、

または誤った報告をしている。 

 

⑨ 当該発明の保護を求めて 初に第一国で出願したときから 12 カ月以内に、パリ条約

などの締約国へ出願を行っていない。 

 

⑩ 当該発明に使用される生物学的素材につき、その材料の出所および地理的原産地を、

完全明細書に記載しておらず、または誤った記載をしている。 

 

⑪ 完全明細書の請求項に記載された出願対象の発明につき、口伝かその他かを問わず、

インドその他の国の地域社会の人々の間に既に知られている技術が、当該発明に先行する

技術に当たる。 

 

ここで明確にしておくが、特許付与前異議申立てにおける新規性及び進歩性の基準は審

査段階の基準と同じである。  
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（２）  特許付与前異議申立て手続 

特許出願が公開はされているがいまだ特許がなされていない場合の特許付与前異議申立

は特許審査管理官宛にする必要がある。そして、その申立ては書面で、異議申立を裏付け

る申立て内容と証拠があればこれらとともに行ない、併せて、望ましいのであれば聴聞を

要求もする。審査管理官は、特許出願審査請求がなされている場合のみ当該異議申立を検

討する。検討した結果審査管理官が当該特許出願は拒絶されるべき、あるいは明細書の補

正が必要と判断した場合は、その判断の効果生じさせる通知が、異議申立書のコピーとと

もに出願人に送られることとなる。出願人が望むのであれば、その通知を受領してから 3
カ月以内に裏付け証拠とともに申立書を提出することができる。これら申立書及び証拠を

検討して、審査管理官は当該出願の特許付与を拒絶するかあるいは特許付与の前に明細書

を補正することを要求することとなる。要求に応じて行なわれた聴聞の際に、提出物や申

立て内容を検討して、こうした異議申立手続をすべて 1 カ月以内に履践して、審査管理官

は異議申立を拒絶して特許をするか、それとも異議申立を受け入れて特許を拒絶するとい

う手続に進むこととなる。 
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特許付与前異議申立手続のフロー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

     異議申し立て書の提出

審査管理官は申し立てを審査

申し立て書は特許出願を拒絶

する理由または明細書の補正

を必要とする理由を示してい

異議申し立て認められず

審査管理官は異議申し立て書の写しを

添えて出願人に通知

出願人は通知受領から 3 カ月以内に陳

述書および出願を裏付ける証拠を提出

できる

審査管理官は出願人の提出物を審査し、意見

陳述（請求された場合）の機会を与える 

審査管理官は申し立てを拒絶

し、特許を付与 
審査管理官は申し立てを承認

し、特許付与を拒絶

上記手続き完了から 1 カ月以内に決定 

いいえ 

はい 
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（３）  権利付与後異議申し立て理由 

何人も、次に掲げるいずれかの理由がある場合には、特許権が登録され、特許公報に掲

載されてから 1 年に満たない特許につき、審査管理官に対し異議を（特許無効を）申し立

てることができる。 

① 出願対象の発明またはその一部は、出願人が異議を申し立てた者から不法に入手した

ものである。 
 

②  完全明細書の請求項に記載された出願対象の発明が既に、1912 年 1 月 1 日以降に

（当該日を含む。）インドにおいて出願された特許に係る完全明細書において、当該

請求項の優先日前に公開されており、またはインドその他の国や地域において、かか

る明細書以外の書類において公開されている。 
 
③  完全明細書の請求項に記載された出願対象の発明につき、当該請求項の優先日より

も前にインドにおいて出願された特許について、または当該請求項の優先日よりも前

の日が優先日としてインドにおいて出願された特許について、当該請求項の優先日以

降に（当該日を含む。）提出された完全明細書の請求項において、当該発明が記載さ

れている。 
 
④  完全明細書の請求項に記載された出願対象の発明が既に、当該請求項の優先日より

も前から、公知でありまたは一般に利用されていた。 
 
⑤  完全明細書の請求項に記載された出願対象の発明が、自明であって進歩性が認めら

れない。 
 
⑥  完全明細書の請求項に記載された出願対象の発明が、インド特許法に定める「発明」

には当たらず、またはインド特許法に基づき特許性が認められない。 
 
⑦  発明またはその実施方法が、明瞭かつ十分に完全明細書に記載されていない。 
 
⑧  当該出願に係るパリ条約等の締約国への出願について、審査管理官に報告しておら

ず、または誤った報告をしている。 
 
⑨  当該発明の保護を求めて 初に第一国で出願したときから 12 カ月以内に、パリ条

約などの締約国へ出願を行っていない。 
 

⑩  当該発明に使用される生物学的素材につき、その材料源および原産地を、完全明細

書に記載しておらず、または誤った記載をしている 
 

⑪  完全明細書の請求項に記載された出願対象の発明につき、口伝かその他かを問わず、

インドその他の国の地域社会の人々の間に既に知られている技術が、当該発明に先行

する技術に当たる。 
 
なお、権利付与後異議申し立てにおいて、発明の新規性および進歩性を判断する基準は、

特許出願審査における基準に準ずる。 
 
（４）  権利付与後異議申し立て手続き 

異議申立書は、所定の様式により 2 部作成し、管轄する局の審査管理官に送付しなけれ

ばならない。異議申し立てを行う者は、異議申立書の他に、当該異議申立人の有する利害

の詳細、異議申し立ての根拠として主張する事実、求める救済、および証拠を明記した意
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見書 2 部を審査管理官に送付し、併せてその写し 1 部を（異議申し立てに係る特許の）特

許権者に送付しなければならない。 
 
上記のように提起された異議申し立てに対し、特許権者は、任意で、当該異議申し立て

が不当である根拠、およびそれを裏付ける証拠を明記した答弁書を提出することができる。

その提出期限は、異議申立人から書面による申立書を受領後 2 カ月以内である。また答弁

書は、異議申立人にも送付しなければならない。特許権者が異議申し立てにつき争う意思

を有さず、または上記の期限までに答弁書を提出しない場合には、当該特許出願は取り下

げたものとみなされる。特許権者が異議申立書を受領後、審査管理官に対し特許の取り下

げを願い出た場合には、申立事項の当否に基づき、異議申し立てに係る諸費用の補償を異

議申立人に認めるか否かが、審査管理官により決定される。 
 
特許権者の答弁書から 1 カ月以内には、異議申立人は、特許権者の提示した証拠に対す

る反証を、管轄機関に提出することができる。その場合には、当該反証の写しを特許権者

に送付する。証拠は、特許権者および異議申立人のいずれも、審査管理官の許可を得ない

限り、これ以上提出することができない。意見書および証拠は全て、2 部ずつ提出しなけ

ればならない。また、明細書その他図面等が英語以外の言語で作成されている場合には、

これを英語に翻訳し、認証を受けたものを一緒に、提出しなければならない。 
 
. 異議申立書が受理されたら、3 名の審議委員からなる異議合議体が審査管理官により設

けられる。これらの審議委員の中から、審議委員長を審査管理官が指名する。異議申立書、

答弁書および証拠等の全ての提出書類が審査管理官から異議合議体に引き渡され、同合議

体において聴聞が行われ、その結果出された意見が審査管理官に伝えられる。異議合議体

の審議委員は、特許出願審査を職務とする全ての審査官に、その資格が認められる。但し、

異議申し立ての提起された特許出願の手続きに直接関わった審査官は、当該異議申し立て

につき、審議委員になることができない。 
 
証拠がある場合にはこれの提出を受け、異議申立合議体の意見を聞いた後に、審査管理

官が異議申し立ての聴聞期日を決定する。聴聞期日等については、少なくとも 10 日前に、

特許権者および異議申立人に通知される。審査管理官は、異議合議体の審議委員に対し、

異議申し立ての聴聞に出席するよう求めることができる。異議申し立てに係る当事者のい

ずれかが、聴聞を行うよう求める場合には、その旨の請求書を審査管理官に提出し、併せ

て所定の手数料を納付しなければならない。これらの手続きを行わない場合には、聴聞の

実施が審査管理官により認められないことがある。いずれかの当事者が、異議申立書、意

見書または証拠において明らかにしていない事項を、聴聞において提示し援用しようとす

る場合には、その旨につき、当該事項の詳細も合わせて、遅くとも当該聴聞の 5 日前まで

に、相手方当事者および審査管理官に通知しなければならない。 
 
聴聞が開かれた場合には、当該聴聞手続きの終了後、異議合議体の意見を踏まえて、特

許の補正、維持または無効を命じる決定が審査管理官から出され、特許権者および異議申

立人に通知される。 
異議申し立て手続きにおいて、問題の特許が異議申立人から取得したものであるとの判断

が審査管理官から出され、当該特許の無効が言い渡された場合に、当該特許の特許権者を

異議申立人に変更するよう、当該命令から 3 カ月以内に、所定の様式をもって、異議申立

人が要求するときには、かかる変更が審査管理官により命じられる。 
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権利付与後異議申立手続きのフロー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

異議申し立て書および異議申し立て陳述書の提出

（特許付与後で付与公告から 1 年の期間満了前） 

特許権者は答弁書および証拠を提出（陳述書

受領から 2 カ月以内） 

特許権者は所

定の期間内に

特許は取消されたたものとみ

なされる 

異議申し立て人は特許権者の証拠［の写

し受領］から 1 カ月以内に証拠を提出 

審査管理官は異議合議体を編成し、事

案を異議合議体に付託

異議合議体は審査管理官に勧告を提出

審査管理官は異議申し立ての意見陳述日を指

定（意見陳述が請求されている場合） 

審査管理官は特許の補正、維持または

取消しのいずれかを決定

いいえ 

はい 



第３節 特許 

77 
 

１０．  追加特許 
既に特許権が付与され、または出願済みの特許につき（元の発明）、これを改良しまた

は改変した特許を出願し、かつ特許権者が当該改良した発明の追加特許を要求する場合に

は、審査管理官により追加特許として認められることがある。また、同一の特許権者のも

との発明に係る特許を改良した特許で、特許権者が追加特許権の付与を求める場合で、か

つ審査管理官がその代わりに既に認められた特許権を無効とする場合には、当該要求が審

査管理官により認められることがある。追加特許が認められるのは、追加特許を出願した

日が、元の発明の特許を出願した日またはそれ以降の場合に限られる。また、追加特許が、

元の発明の特許よりも先に認められることはない。追加特許の存続期間は、元の発明の特

許に認められた存続期間に限られ、または元の発明が有効である限り、追加特許も消滅せ

ず有効となる。元の発明の特許が、存続期間が満了しないうちに無効となった場合に、特

許権者が追加特許を独立特許に変更するよう求めたときには、当該要求が審査管理官によ

り認められることがある。追加特許については、更新料を支払う必要はない。但し、追加

特許を独立特許に変更した場合には、当該追加特許を 初から独立特許として付与された

ものとして、更新料を支払わなければならない。 
 

１１．  特許権付与および権利 
特許出願が特許をすべき旨であると判断されると、できる限り速やかに、特許局の公印

をもって出願人に対し特許が付与され、一般に公告される。但し、出願公開から 6 カ月が

経過しなければ、特許は付与されない13。特許は、1 つの発明につき 1 つしか認められな 
い。インドにおいて認められた特許は、インド国内全域において効力を有する。特許権の

発生した日は、当該特許を出願した日（から起算）となる。特許の存続期間は、例外なく、

特許権の発生した日から 20 年間である。特許権は、その存続期間を維持するために、特

許権の発生日から 2 年が経過したときから毎年、所定の更新料を支払わなければならない。

更新料の納付は、特許権の発生日から 2 年が経過する前に、またそれ以降は 1 年間が経過

する前に、特許局に対して行わなければならない。但し、所定の様式をもって、所定の手

数料を納めて、更新料の納付期限延長を申請することにより、 長 6 カ月間まで、更新料

の納付期限を延長することができる。また、更新料は、複数年分をまとめて一括前払いと

することもできる。更新料を納付すると、これを審査管理官が確認した上で、領収書が交

付される。   
 
特許権の付与を受けた特許権者は、次に掲げる排他的権利を得る。 

 
（１） インドにおいて、特許の保護を受ける製品につき、これを第三者が生産し、使用

し、販売を申し出、販売し、または生産、使用、販売の申し出、もしくは販売を目

的として輸入することを許さない権利。 
 

（２） インドにおいて、第三者が、特許の保護を受ける方法を使用し、また当該方法を

用いて直接作り出される製品を使用し、販売を申し出、販売し、または使用、販売

の申し出、もしくは販売を目的として輸入することを許さない権利。 
 
特許権の範囲は、主として裁判所において状況的な判断基準のもとで判断されたこと

がないという理由で、現在は直截的な方法で解釈されているといえる。それゆえに、加

功的侵害とか幇助的侵害はいまだこれからの問題である。 
 

                                                            
13 編者注：特許規則 55(1A) 
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特許権は、これの保護を受ける製品または方法が、インド領域内を一時的にまたは偶

発的に通過する外国国籍の船舶において使用されている場合には、（無断で使用されて

いるとしても）権利の侵害があったものとは見なされない。 
 

また同様に、特許法 107A 条 2 項により特許の保護を受ける製品を生産し、販売しまた

は頒布する正当な権利を法に基づき有する者から、当該製品を輸入した場合にも、当該特

許の権利侵害が発生したものとは見なされない。従って、インド特許法においては、イン

ド以外の法域において、特許製品が販売されるときに、爾後の頒布について何らの制限も

付けられることなく、その後当該特許製品がインドに輸入されることになった場合につい

ては、国際消尽理論に基づく権利を認める。 

 

特許権の行使に当たっては、インド行政府が当該特許権つき、次に掲げるような行為を

取る場合には、かかる行為を妨げることができない。 
 
特許の保護を受ける機械、器具その他の製品または製造方法を、インド行政府が自ら使

用する目的で輸入しまたは製造する場合。 
 

特許の保護を受ける方法を、インド行政府が自ら使用する目的で使用する場合。 
 

特許の保護を受ける医薬品を、インド行政府が自ら使用する目的で、またはインド行政

府が運営しもしくは運営を許可した医療機関において頒布する目的で、輸入する場合。こ

のように、医薬品について例外的な扱いが認められているのは、どのインド国民も等しく

適切な医療を受けられるようにするためである。ただ、実際には、この例外的な扱いをあ

まり認めないような傾向にある。現時点では、例外的な扱いが適用された実例はない。  
 
特許権が複数の者に付与された場合には、当該複数の者のいずれも、当該特許に対する

平等かつ不可分の権利を有する。但し、これとは異なる合意が有効になされている場合に

は、この限りではない。特許権が複数の者に付与された場合に、特許権に基づく実施権を

付与しようとするときには、当該特許権を保有する全員の同意がなければ、実施権を付与

することができない。また同様に、いずれかの者が当該特許権を譲渡しようとするときに

は、全員の同意がなければ、これを譲渡することができない。 
 

事業の従業者が職務の過程で行った発明について、当該発明に係る受益的所有権は、当

該従業者の使用者に帰属するものとみなされる。但し、インド特許法およびインド特許規

則のいずれにおいても、発明者に対する（発明に係る）報酬または妥当な報酬金額につい

て、何らの定めも置かれていない。発明の報酬を発明者に対して支払う義務があるか否か

という問題は、契約法上の問題となる。 
 

インドにおいては、契約の履行を法的に強制するためには（雇用契約を含む。）、何ら

かの対価を要する。また、契約において無条件で同意を与えているような場合には、対価

が妥当なものであるのかどうかにつき、後になって争うことができないことがある。上記

の従業者の場合について考えてみると、通常は、従業者が職務の過程で行った発明に対す

る権利を使用者が得る対価として（但し、当該発明が、職務とみなされる範囲内で行われ

たものでなければならない。）雇用の過程で当該従業者に支払う（職務に対する）報酬は、

十分なものとみなされる。しかし、妥当な対価と言えるかどうかの判断は、個々の事例や

状況に応じて異なるものとなる。従って、雇用契約で定められたもの以外に何らかの契約

のない限りさらに報酬を支払う必要はないこととなる。 
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特許出願および特許権付与の統計データ （2007 年 – 2011 年） 
 
年 居住者による特

許出願件数 
非居住者による

特許出願件数 
居住者に対する

特許付与件数 
非居住者に対

する特許付与

件数 
2007 6,296 28,922 3,173 12,088 
2008 6,425 30,387 2,541 13,520 
2009 7,262 27,025 1,725 4,443 
2010 8,853 30,909 1,208 5,930 
2011 8,841 33,450 776 4,392 
 
１２.  失効特許の回復 

更新料（年金）を納めなかったために特許が失効してしまった場合には、当該特許が失

効した日から 18 カ月以内に、所定の様式に、更新料（年金）が不納となった理由を明記

して、失効特許の回復を請求することができる。かかる請求は、単独でまたは他の者と共

同して、行うことができる。 

失効特許の回復を求める者から意見陳述を聞いた上で、更新料（年金）の不納は過失に

よるものであり、納付が著しく遅れているわけではないとの判断が出された場合には、当

該特許が公開される。かかる失効特許の回復請求に対し不服のある者は、当該特許の公開

後 2 カ月以内に、更新料（年金）の不納が故意に行われたものであり、または納付が著し

く遅れていると主張して、審査管理官に対し異議を申し立てることができる。かかる異議

申し立て続きは、前述の特許の付与に係る異議申し立て手続きに準ずる。かかる異議申し

立てが提起された場合には、失効特許の回復を求める者の主張が認められたときに、また

は回復が申し立てられている特許の公開後 2 カ月以内に異議申し立てが提起されなかった

ときには、更新料（年金）および指定の遅延手数料を納付することを条件に、失効特許、

および当該特許の失効に伴って併せて失効していた追加特許の回復が、審査管理官により

認められる。. 
 
１３.  権利譲渡および実施許諾 

特許を譲渡し、実施権を付与し、特許に譲渡抵当を設定し、または特許に係る権利・利

益を創設するには、必ず次に掲げる全ての要件を満たさなければならない。 

 

（１）  書面をもって行うこと。 

 

（２）  全当事者間の合意を書類に著し、全当事者の権利義務を定める全ての条件を漏

れなく明記し、正式な手続きをもって当該書類の（法的）効力を発生させること。 

 

契約書をもって特許に係る権利・利益を付与する場合には、当該契約書の当事者のいず

れかが、当該特許に係る権利・利益の登録を申請しなければならない。かかる申請を行う

場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

 

（１）  特許の移転につき、その効力を発生させ、もしくはこれを証明し、または特許

の所有権に影響を与え、または特許に係る権利・利益を創設する全ての書類。（但

し、審査管理官からその他の指示が出された場合には、これに従う。） 

 

（２）  当該申請者またはその代理人により書類の真正が証明された譲渡書類その他の

書類 2 部。但し、審査管理官から、権原を証するその他の証拠または書面による同

意等を求められることがある。 
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なお、特許に係る実施権を付与する場合には、特許権者または実施権者が、実施許諾条

件の非公開を求めたときには、審査管理官により、当該条件を非公開とするための措置が

取られることになっている。但しこれは、裁判所の命令が出されたときを除く。 

 

特許に係る権利・利益が有効に付与されたものかどうかにつき、関係当事者間で紛争が

発生した場合には、管轄裁判所により当該特許権について確定的な判断が出されるまで、

審査管理官は当該権利・利益の登録を認めない。 

 

特許に係る権利・利益を創設する書類が登録されていない場合には、かかる書類は、審

査管理官または裁判所により、当該特許に係る権利・利益の所有権を示す証拠として認め

られない。但し、書面に記された理由をもって、審査管理官または裁判所が命ずる場合に

は、この限りではない。 

 

１４.  特許の放棄および取消し 

特許権は、その時期を問わず、所定の方法により審査管理官に対し放棄書を提出して、

これの放棄を届け出ることができる。審査管理官は、放棄書を公開し、放棄を届け出た者

以外で当該特許につき特許原簿に登録された者に、当該特許の放棄が届け出られた旨を通

知する。放棄が届け出られた特許の利害関係者は、放棄書の公開後 3 カ月以内に、所定の

様式をもって、審査管理官に異議を申し立てることができる。かかる異議申し立て続きは、

前述の特許の付与に係る異議申し立て手続きに準ずる。異議申し立て手続きの終了後、

（やはり）特許を放棄するという申し出があった場合には、当該特許の返還が求められ、

返還をもって、審査管理官により当該特許が取り消され、当該特許の取消しが公開され

る。. 
 
１５．  強制実施権 

特許権が付与されてから 3 年が経過したら、その時期を問わず、当該特許の利害関

係者は、次に掲げるいずれかを理由として、強制実施権を請求することができる。 

 

・特許発明が、合理的な公益上の要件を満たしていない。 

 

・特許発明を、一般の人々が合理的に妥当な無理のない価格で利用することができない。 

 

・特許発明が、インドの領域内において実施されていない。 

 

強制実施権は、許諾契約をもって特許権者から実施権を付与されている実施権者で

あっても、何人も請求することができる。強制実施権を請求するには、所定の様式に、

請求者が当該特許につきどのような利害を有するのか、請求の根拠とする事実は何か、

および希望する実施権行使の条件を明記して、行うことができる。強制実施権の請求が

なされたら、上記のいずれかの理由に該当すると審査管理官により判断された場合に、

強制実施権が設定される。  
 
（１）  公共の要請を満たさないとする要素 

合理的な公益上の要件を満たしているかどうかの判断基準は、次に掲げる通りである。 

 

① 特許の実施権が付与されず、または合理的な条件で付与されないために、 
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ⅰ. インドにおいて従来から行われてきた取引もしくは産業、またはこれらの発達も

しくは制度、またはインド国民の一部もしくは多数が従事する取引もしくは産業に、

弊害が生じるかどうか。 

 

ⅱ. インドにおける製造業界において、特許製品に対する需要が適切な水準で、また

合理的な条件に基づいて需要が満たされていないかどうか。 

 

ⅲ. 特許の保護を受ける製品をインドから輸出する市場が、存在せずまたは創出され

ないかどうか。または、 

 

ⅳ. インドにおける商業活動の発展に、弊害が生じるかどうか。 

 

② 特許の実施権設定または特許の対象となる物もしくは方法の購入、賃貸借もしくは

使用につき特許権者により条件が付けられているために、当該特許の対象ではない物の

製造、使用もしくは販売、またはインドにおける取引もしくは産業の確立および発達に、

弊害が生じるかどうか。 

 

③ 特許発明が、インドにおける商業活動において妥当な規模で実施されておらず、ま

たは合理的に可能な範囲で十分に実施されていないかどうか。 

 

④ 特許の実施権設定の条件として、独占的なグラントバック、特許無効の申し立て禁

止、または包括的実施権許諾の強制を求めているかどうか。 

 

⑤ 特許権者、またはこれから（特許に係る）権利を認められた者もしくは（特許の保

護を受ける製品を）購入した者、またはその他現在または過去に（当該特許に係る）権

利侵害手続きを特許権者から提起されていない者が、外国から（特許の保護を受ける製

品を）輸入しているために、商業活動における特許の実施が妨げられ、または損なわれ

ているかどうか。 
 
（２）  強制実施権設定の理由に対する例外 

強制実施権の請求理由が、特許発明がインド領域内において実施されていないこと、

または特許発明がインドにおける商業活動において妥当な規模で実施されておらず、も

しくは合理的に可能な範囲で十分に実施されていない場合に、当該特許が請求理由に挙

げられた通りに実施されていないのは、その理由の如何を問わず、当該特許の付与から

十分な期間が経過していないためであると判断されたときには、審査管理官により、当

該発明の実施に必要な期間として、 長 12 カ月間まで猶予が認められ、（強制実施権

の）請求の審査が先送りされる。このように審査の先送りが認められるのは、特許権者

が、インド領域内における商業活動において妥当な規模で当該発明の実施を開始するた

めに、適切な措置を既に講じていると、審査管理官により判断された場合である。 

 

（３）  強制実施権設定の手続き 

① 強制実施権の請求に対する異議申し立て手続き 

強制実施権が請求された場合に、当該請求が一応有利なもの（prima facie case）で

あるとみられると判断されたときには、審査管理官から請求者に対し、当該請求書を特

許権者およびその他当該特許に係る権利・利益を有する者として特許原簿に登録された

者に送達するよう、命令が出される。また同時に、当該請求が特許公報に公開される。

強制実施権が請求されたが、当該請求が一応有利なものとはみられないと判断されたと

きには、当該判断が審査管理官から請求者に対し伝えられる。請求者は、かかる判断の
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通知を受けてから 1 カ月以内に、意見陳述の機会を要求することができる。意見陳述

を要求しない場合には、強制実施権の請求は拒絶されることになる。意見陳述が行われ

る場合には、審査管理官が意見陳述を聞いた上で、請求の承認または拒絶が判断される。 
 

強制実施権が請求された場合に、これに異議を申し立てようとするときには、当該請

求が公開されてから 2 カ月以内に、異議申立人（特許権者その他の者）から審査管理

官に対し、所定の様式をもって、異議を申し立てることができる。異議申立人は、強制

実施権の請求者に対して実施権を許諾してもよいと考える場合には、かかる実施権の許

諾条件を異議申立書に記載しなければならない。また、異議申し立ての根拠となる証拠

を添付しておかなければならない。異議申立書は、強制実施権の請求者に送達し14、当

該送達の実施日を審査管理官に届け出なければならない。また異議申し立てを行うとき

には、必ずその理由を（異議申立書に）明記しなければならない。異議申立書が正式に

受理された場合には、当該異議申し立てに関する聴聞が行われる旨が強制実施権の請求

者に通知され、当該請求者および異議申立人の両者に、意見陳述の機会が認められる。

異議申し立て手続きにおいては、請求者および異議申立人のいずれも、審査管理官から

求められ、または審査管理官の許可を得た場合を除き、意見書または証拠を提出するこ

とができない。この法律および規則の下における手続で、特許権者、出願人あるいは意

義申立人宛てのすべての通知および書面による連絡ならびにこれらの特許権者、出願人

あるいは意義申立人に送付される書類は、これら文書が特別のメッセンジャーにより配

達される場合を除き、書留、スピード郵便、クリエ配達、適正に認証された電子的送信

によることが必要である。 

 

② 聴聞 

異議申し立てに関する期日は、審査管理官が決定し、遅くとも 10 日前までに、異議

申し立て手続きの全当事者に通知される。本手続きは、特許の付与に係る異議申し立て

手続きに準ずる。 
  
③ 強制実施権の設定 

本項において説明する強制実施権の設定は、命令により行われる。この命令は、特許

権者およびその他の全ての関係当事者との間において、審査管理官の決定した実施権付

与の諸条件を漏れなく明記した証書と同等なものとみなされる。 

 

特許権者の課す条件のために、特許の保護を受けない物の製造、使用または販売に弊

害が生じると審査管理官が判断する場合には、強制実施権の請求者だけでなく、その顧

客で審査管理官により妥当とみなされた者にも、実施権が認められる。 

 

既に当該特許の実施権を保有する者により、強制実施権の請求があった場合には、当

該実施権は取り消され、強制実施権を設定する命令が出され、または審査管理官の判断

に応じて、新たに強制実施権を設定するのではなく、既に存在する実施権を変更する命

令が出される。 

 

場合によっては、特許権者が複数の特許を保有することがある。これら特許のいずれ

かについて、合理的な公益上の要件が満たされていないことを理由として、強制実施権

が請求されることがある。そのような場合には、審査管理官により次に掲げるような判

                                                            
14 編者注：当事者送達の制度がある。 
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断が出されたときには、当該特許権者の保有する複数の特許のうち、公益上の要件を満

たす特許について、その実施権を付与するよう命令が出されることがある。 

 

ⅰ. 強制実施権の請求者が、当該特許権者の保有する複数の特許のうち、公益上の要

件を満たさない特許につき設定された実施権を無駄なくまたは十分に行使しようとする

と、当該特許権者の保有する複数の特許のうち公益上の要件を満たす特許を侵害せざる

を得ない。かつ、 

 

ⅱ. 当該特許権者の保有する複数の特許のうち、公益上の要件を満たさない特許は、

公益上の要件を満たす特許に比して、技術の発展または経済において大きな重要性を持

つ。 

 

④ 強制実施権設定後の変更命令 

強制実施権の設定により実施権を取得した場合に、当該実施権行使の条件が行使前に

考えていたよりも重い負担を強いるものであることが判明し、当該発明を（当該条件で）

実施すれば損失を免れないときには、かかる事由を理由として、当該実施権の条件の変

更を審査管理官に請求することができる。かかる請求は、所定の様式をもって行わなけ

ればならない。実施権の条件の変更請求、ならびにこれの通知および聴聞手続きは、強

制実施権の設定において行われる手続きに準ずる。強制実施権の条件を変更すべきであ

ると判断された場合には、審査管理官により必要であると判断された通りに、実施権が

変更される。 

 
⑤ 強制実施権設定の条件 

次に掲げる条件は、強制実施権を設定するに当たり、必ずこれを満たすよう求められ

ることがある。 

ⅰ. ロイヤルティその他の対価を定める場合には、相当な価額であること。 
 
ⅱ. 特許製品を、一般の人々が合理的に無理のない妥当な価格で利用することができ

ること。 
 
ⅲ. 付与される強制実施権が排他的なものでないこと。 
 
ⅳ. 強制実施権が譲渡不可能なものであること。 
 
ⅴ. 強制実施権の存続期間が、当該特許の存続期間の残りの期間であること。但し、

かかる期間よりも短い存続期間の方が公益にかなう場合には、この限りではない。 
 
ⅵ. 強制実施権設定の目的が、主にインド市場に対する供給にあること。 

 

ⅶ. 半導体技術の強制実施権を設定する場合には、その目的が、公的な非商業実施の

ために当該発明を実施するために付与するか、または司法もしくは行政手続において競

争を抑止するような効果を持つと判断された慣行を是正するために付与すること。 

 

ⅷ. 司法または行政手続において競争抑止効果を持つと判断された慣行を是正する目

的で強制実施権を設定する場合に、実施権者が特許製品を輸出することができるように

する必要があるときには、これを許可すること。 
 
⑥ 強制実施権の終了 
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強制実施権は、これを設定する理由とされた状況が消滅し、かつ、かかる状況が再び発

生する可能性が低いと考えられる場合には、審査管理官により終了させられる。強制実施

権の終了は、特許権者またはその他当該特許に係る権利・利益を有する者が、所定の様式

をもって、これを請求することができる。強制実施権の終了請求に当たっては、当該請求

の根拠とする証拠を添付しなければならない。取消しの請求者は、請求書および証拠を強

制実施権の保有者に送達し、当該送達の実施日を審査管理官に報告しなければならない。

強制実施権の保有者は、任意で、強制実施権の取消し請求書を受け取ってから1カ月以内

に、当該請求に対し証拠を添えて異議を申し立てることができる。その場合には、異議申

立書を取消しの請求者に送達しなければならない。異議申し立て手続きにおいては、請

求者および異議申立人のいずれも、審査管理官から求められ、または審査管理官の許可

を得た場合を除き、意見書または証拠を提出することができない。異議申し立ての聴聞

期日は、審査管理官が決定し、遅くとも10日前までに、異議申し立て手続きの全当事

者に通知される。聴聞手続きは、特許の付与に係る異議申し立て手続きに準ずる。異議

申し立て続きを終了するという判断が審査管理官から出された場合には、その終了の条

件が明記された命令が発出され、両当事者に送達される。 

 

⑦ 関連特許の実施権許諾 

ある特許発明を実施する権利を有するのに、別の発明の特許が（他の特許権者に）付与

されたために、権利を有する当該特許発明を無駄なくまたは可能な限り 大限実施するこ

とができない場合がある。そのような場合には、かかる事由を理由として、当該別の発明

の特許につき、実施権許諾を審査管理官に請求することができる。 

 
上記のような場合には、次に掲げる要件を満たすと判断されない限り、いかなる命令

も発出することはない。 
 

ⅰ. 上記のような強制実施権の請求者は、自ら権利・利益を保有する発明の実施権を

合理的な条件で、自ら実施権を求める特許の特許権者およびその実施権者に対し、付与

しまたは（第三者等をもって）付与させることができ、かつその意思を有すること。 
 
ⅱ. 上記の実施権の請求者が権利・利益を保有する発明が、インド領域内における商

業または産業活動の制度または発達に大きく貢献していること。 
 
ある特許発明が、別の発明の特許が存在するために、実施することができない場合に、

当該別の発明に係る強制実施権を設定する正当な根拠が存在すると判断されたときには、

審査管理官が適切と考える条件で、当該別の発明に係る強制実施権の設定が命じられる。

また同時に、当該別の発明の特許権者またはその実施権者から要求があった場合には、

当該別の発明の特許が存在するために実施することができなかった特許発明に係る強制

実施権も設定される。かかる強制実施権は、その元となる特許が譲渡される場合を除き、

これを譲渡することができない。 

 

上記のような強制実施権の請求、審査および設定における手続きは、通常の強制実施

権の設定に準ずる。また、上記のような強制実施権を設定後に変更する場合には、通常

の強制実施権を設定後に変更する場合と同じ理由を必要とし、同じ手続きをもって行わ

れる。更に、上記のような強制実施権を設定する際の条件は、通常の強制実施権を設定

する際の条件に準ずる。 

 

（４）  不実施による特許の取消し 
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強制実施権の設定から2年が経過した後は、インド中央政府または利害関係者から審

査管理官に対し、当該強制実施権に係る特許の取消しを命じるよう求めることができる。

かかる請求は、特許発明がインド国内において実施されていないこと、または特許発明

が合理的な公益上の要件を満たしておらず、もしくは特許発明を一般の人々が合理的な

価格で利用することができないことを理由として、行うことができる。不実施を理由と

する特許の取消し請求は、フォーム19をもって行い、請求の根拠、および請求者がイ

ンド中央政府でない場合には、当該請求につき請求者がどのような利害を有するかを、

明記して行わなければならない。特許の取消し理由が妥当なものであると判断された場

合には、審査管理官から当該特許の取消し命令が下される。特許の取消しは、通常は、
審査管理官に請求が出されてから1年以内に、その判断が下される。 
 
（５）  中央政府の告示による強制実施権 
 中央政府が、国家の非常事態、緊急事態、または公益上、当該発明を実施する強制実施

権を設定する必要があると確信する場合には、官報に通知することによってかかる強制実

施権の設定を公表し、この通知がなされた場合には、 

 

① 審査管理官が適切と考える条件により、当該特許の全関係者に、強制実施権が設定さ

れる。 

 

② 強制実施権の条件を決定するに当たり、審査管理官は、当該特許製品につき、特許権

者が特許権に基づき合理的な利益を得ることができ、かつ一般の人々が も安価な価格で

これを利用することができるように努める。 
 
 上記のような強制実施権の請求、聴聞および設定における手続きは、通常の強制実施権

の設定手続きに準ずる。但し、審査管理官が上記のような請求を受け検討した結果、国家

の非常事態、緊急事態または公益上（公衆衛生上の危機的状況を含む。）やむを得ないと

確信した場合には、当該請求につき、通常強制実施権を設定する際に取る手続きを経ない

ことがあり、そのような場合には、審査管理官は、できる限り速やかに、通常の手続きを

取らないことを特許権者に通知する。上記強制実施権は、通常の強制実施権の許可の拡張

について示される理由および手続きによって拡張することができる。更に、上記のような

強制実施権を設定する際の条件は、通常の強制実施権を設定する際の条件に準ずる。 
 
（６）  インドにおける強制実施権 
 インドで許可された強制実施権の 初の例は、NATCO 対 Bayer のケースである。15 
 
 ネクサバール（腎臓癌および肝臓癌用の抗癌剤。特許は Bayer に付与されている。）

を製造するための強制実施権について、NATCO は特許審査管理官に申請した。審査管

理官は、Bayer が上記薬剤を妥当な価格で提供していないこと、インドで十分な品質

の上記薬剤が入手できないこと、またはインドで上記発明が実施されていないことに気

づき、それ故、NATCO を支持して強制実施権を許可し、上記薬剤を販売することを許

可した。 
 

                                                            
15  強制実施権出願 2001 年第 1 号 http://www.ipindia.nic.in/ipoNew/compulsory License 
12032012.pdf 特許第 215768 号については、1970 年特許法の第 84 条(1)における強制実施権

のための出願。 

http://www.ipindia.nic.in/ipoNew/compulsory License12032012.pdf


第１章 知的財産権の取得 

86 
 

 Bayer は、審査管理官の決定に対し、知的財産権審判委員会（IPAB）に不服申立を

した。IPAB は 2013 年 3 月 4 日付けの命令により強制実施権を維持した。16 
 
 強制実施権は、Bayer により販売されているネクサバールの価格である 284,428 イ

ンド・ルピーに対し、NATCO が上記薬剤を 120 錠の箱（1 カ月の治療用）あたり 8,8
80 インド・ルピーを超えない価格で販売することを可能にする。この強制実施権は 20
21 年の特許の満了まで有効である。この判決で、IPAB は、純売上高の 7%の使用料を

Bayer に支払うよう命じた。また、判決は、10 年間に少なくとも 600 人の貧しい人に

無償で上記薬剤を供給することを NATCO に義務づけている。 
 
 強制実施権に関する主な重要な論点は、「公衆の合理的な要求」、「合理的で良心的

な価格」および「特許発明の実施」である。これらの表現は、インドでの強制実施権の

根拠に言及している第 84 条(1)の 3 つの要件を表している。 
 
 IPAB に対する議論において、Bayer は審査管理官に指示されたよりも更に低い価格

（合理的な価格）（1 カ月あたり 5,400 インドルピー（約 90 米ドル）で Cipla により

上記薬剤の被疑侵害販売されている）で入手できたので、強制実施権は不要であると主

張した。 
 
 Bayer は、基本的に上記薬剤が必ずしも特許権者によらないでも合理的で良心的な

価格で市場で入手できるなら特許法第 84 条 1 項 b 号には抵触しない、と主張した。ま

た、公衆の要求が、特許権者以外の者によって満たされた場合も、同条 1 項 a 号には

抵触しないとした。更に、Cipla は 研究および開発する負担を負っていなかったので、

Cipla は任意の価格で上記薬剤を販売することを選択できた。Bayer の異議申立の棄却

に際し、IPAB は第 83 条における特許の実施の決定についての指針を調べてみて、発

明の実施は、他人でなく、特許権者および実施権者による特許発明(品)の販売により確

認する必要があることを明示した。IPAB は、これと反対の解釈は、独占権が自己の発

明を公衆に届ける努力を何らしない者に付与されることを意味し、第三者の働きについ

てその者に対し裁判所に侵害訴訟を持ち込むかのようであると判示した。 
 
 更に、裁判所は、合理的な公衆の要求を決定する際に、第 86 条 7 項 i 号が「発明を

十分に利用するために、特許権者または実施権者によりなされる手段」にのみ言及して

いることに気づいた。 
 
 NATCOに有利な決定は、Bayerが第84条1項の3つの基準に合致しているという事実

認定に基づくものであった。Bayerは、インドにおいて患者人口のわずか2%にのみ薬

剤を提供していた。したがって、ネクサバールに関しては、公衆の合理的な要求は満た

されていなかった。 
 
 更に、Bayerの薬剤は不当に高い価格でしか入手できなかった。したがって、Bayer
の薬剤は「合理的で良心的な」価格基準を満たしていなかった。IPABは、発明の「合

理的な手頃の価格」が、公衆および発明者の両方に合理的であることを意味するとのB
ayerの主張を退けた。IPABは、患者の視点からは、合理的な手頃な価格設定であると

の見方は存在しないことを強調した。しかし、IPABは審査管理官とは意見を異にし、

手頃な料金を可能にするさせるための製造業者による価格の引き下げが（強制ライセン

                                                            
16出願番号 OA/35/2012/PT?MUM の受付番号 045/2013。http://www.ipab.tn.nic.in/の受付の

第 6 ページ参照。 

http://www.ipab.tn.nic.in/%E3%81%AE%E5%8F%97%E4%BB%98%E3%81%AE
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スの）手続きを妨げるということはできず、特許権者は価格を引き下げにより、その発

明を公衆に利用できるようにするべきであると判示した。このようなケースにおいては、

特許権者は強制実施権を終了させるよう申請することができる。しかし、本件では、薬

剤の高価格が国民の購買能力を超えていたので、合理的に手頃な価格とは認められかっ

た。 
 
 IPABは、Bayerが、インドでは特許を十分に機能させていなかったと判示した。IP
ABは、発明を機能させることは、この場合の事実に依存し、「現地での製造」だけで、

発明がインドで機能したことを証明するのに必要であったとは言えないと判示した。ま

た、輸入は、単独で発明の「機能」の条件を満たすことができる。しかし、特許権者は、

現地で製造することができなかった理由を示さなければならない。証拠がなければなら

ない効果に対する単なる事実では不十分である。Bayerは、本発明について現地で製造

することができず、ネクサバールを十分量輸入できなかったかについての証拠をなんら

提示することができなかったので、発明は「機能する」ことができなかった。 
 
 しかし、IPABは、強制実施権の手続きが、発明者、または強制実施権の申請者のい

ずれに対してもなされておらず単に公共の利益のためになされたことを明らかにした。 
 
 IPABは、ロイヤルティは薬剤の純売上高によって支払われるべきで粗利益から支払

われるものでないと判示する審査管理官に同意した。しかし、その前に示された証拠に

基づき、IPABは、審査管理官によって6%に設定されたロイヤルティを7%に引き上げ

た。 
 

Bayer AGは、IPABによる審決に不服で高等裁判所に上訴するという情報が流れて

いた。17しかし、いまだに上訴されたとは思えない。上訴の提出期限の3カ月が過ぎて

いるので、期限切れとなっている。 
 

BDR Pharma は、Sprycel の商標で Bristol-Myers Squibb （BMS）によって市販

され、慢性骨髄性白血病の治療に用いられているダサチニブのジェネリック医薬品を製

造するための強制実施権を許諾を得るための申請書を、2013 年 3 月 4 日にインド特許

局に提出した。18 
 
 したがって、特許局に対してより多くの強制実施権の申請がなされ、司法手続きを経

ることにより、強制実施権に関する規定の解釈および適用が、より明らかになるであろ

う。 
 

１６．  政府による実施又は取得 

（１）  政府による実施 

インド特許法（1970年）においては、人に対して認める特許の効力と同じものを、イン

ド政府に対しても認めている。但し、原則として、インド特許法に定める特許の効力に係

る規定以外の規定による制限を受け、また特に行政府が特許を使用し取得する場合につい

ては、特別規則が適用される。行政府には、一定の場合には、所定の手続きを経ることな

                                                            
17 http://www.thehindubusinessline.com/companies/bayer-to-appeal-against-indias-patent-r
uling-on-nexvar/article4484568.ece 参照。 
18 http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013-03-19/news/37844453_1_compulsory-lic
ense-dasatinib-sutent 参照。 

http://www.thehindubusinessline.com/companies/bayer-to-appeal-against-indias-patent-ruling-on-nexvar/article4484568.ece
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013-03-19/news/37844453_1_compulsory-license-dasatinib-sutent
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く、一定の方法で特許発明を実施する権限が認められる。具体的には、次に掲げるいずれ

かについて、これらを自らのために輸入しまたは使用することができる。 

 

① 特許の付与された機械、器具その他の製品 

 

② 特許の付与された方法を用いて製造された製品 

 

③ 特許の付与された方法 

 

但し、行政府が上記のものを製造しまたは輸入することができるのは、その目的が自

ら使用することにある場合に限られる。 

この他にも、行政府は、自ら使用する目的で、または行政府が自らもしくは代理人を

もって運営する医療機関やインド中央政府により官報において告示された医療機関にお

いて頒布する目的で、特許の保護を受ける医薬品を輸入することができる。また、行政

府、または直接もしくは間接に行政府により権限を認められた者は、現行法に基づき無

効と判断された特許製品を、販売しまたは使用することができる。 

（２）  出願前の政府による実施 

行政府は、自らもしくは政府の事業のため、優先日よりも前に、書類に記録し、試験

を行い、または試用した発明を、実施する権限を有する。かかる記録、試験または試用

には、直接または間接に特許権者またはこれが権利を付与した者との当該発明について

の単なる情報のやり取りのような場合を含まない。行政府がかかる発明を実施するに当

たり、ロイヤルティその他の対価を支払う必要はない。  
 

行政府による発明の実施は、インド中央政府により書面をもって実施の権限が付与さ

れた者も、これを行うことができる。中央政府は、特許の付与のなされる前でも後でも、

また発明の実施権限を付与する行為の行われる前でも後でも、人に対し実施権限を付与

することができる。しかも、実施権限を付与する対象者については、何らの制限も受け

ない。なお、行政府による発明の実施につき、これを行う権限を付与するに当たり、

（当該発明の）特許出願人または特許権者の許可を得る必要はない。 
. 
（３）  特許後の政府による実施 

行政府が特許の付与後に発明を実施する場合には、当該発明の実施前か後かに拘わら

ず、中央政府またはこれから権限を付与された者、および特許権者の間において合意す

る条件に従って、当該発明を実施しなければならない。 

 

① 相当な対価 
上記のような場合に特許権者に支払われる対価は、当該特許の経済的価値を考慮した上

で、相当な価額を限度とされる。 
 
② インド高等裁判所への付託 
上記の中央政府等および特許権者の間において（両者の協議により）合意に到らない

場合には、（当該発明の）実施条件は、インド高等裁判所が、紛争解決の際に適用する

手続きに従って（以下に記載）、決定する。 
 
③ 独占的実施権者および承継人 
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当該特許につき独占的実施権者が存在する場合、または当該特許が承継人に譲渡されて

いる場合には、前述の相当な対価は、場合に応じてかかる独占的実施権者または承継人に

も支払われる。 
 
④ 報告義務 
行政府による発明の実施につき、これを行う権限を中央政府から付与された者は、でき

る限り速やかに、かかる権限を付与されたことを特許権者に通知し、当該発明の実施につ

き特許権者から求められる情報を、特許権者に提供しなければならない。発明の実施が政

府事業により行われる場合には、中央政府が、（当該発明の）特許権者または特許出願人

に提供しなければならない情報を収集する。当該特許につき独占的実施権者が存在し、ま

たは当該特許が承継人に譲渡されている場合には、上記の通知および情報提供は、かかる

独占的実施権者および承継人に対しても行われる。但し、国家の非常事態、緊急事態また

は公益上やむを得ない場合には、行政府は上記の情報提供を行わなくてもよいとされてい

る。 
 
⑤ 特許権者から取得した実施権による政府の実施した特許発明にかかる製品の購入者 
行政府が発明を実施する権利には、営利を目的としないで当該発明製品を販売する権利

が含まれる。こうした発明製品を購入した者は、かかる者に代わって権利を主張する者も

含めて、当該製品の処分につき、中央政府または権限を付与した者に準じて、当該発明の

特許権者と同等の権利を有するものとみなされる。 

 

⑥ 特許の実施権および譲渡に対する制限 

中央政府以外の者、および特許権者または承継人との間で、実施権許諾、譲渡またはそ

の他の合意がある場合に、かかる合意において次に掲げるような定めが置かれているとき

には、かかる定めの適用は制限を受ける。 

 

ⅰ. 当該発明、またはこれに係る模型、書類、もしくは情報を、行政目的で使用する

ことを制限しまたは制約する規定 

 

ⅱ. 当該発明、またはこれに係る模型、書類、もしくは情報を、行政目的で使用する

場合の対価の支払いについて定める規定 

 

⑦ 著作権の侵害とは見なされない 

行政目的で使用する模型または書類を複製しまたは公開しても、当該模型または書類

につき発生する著作権を侵害したものとは見なされない。 

 

⑧ 譲渡された特許の実施 

特許権または特許を出願する権利は、当該特許に係る発明の実施に ついて定めるロイ

ヤルティその他の対価を譲渡人に支払う条項（特許法 101 条 2 項）により、特許権者に、

譲渡されてきたものといえよう。そのような場合に、かかる特許の譲渡を受けた特許権者

が、中央政府の命令に従って、行政目的で当該発明を実施する場合には、かかる発明の実

施は、中央政府の権限によるものとみなされる。中央政府が発明を実施する場合に、行政

府から特許権者に支払われる対価は、特許権者およびこれに当該特許を譲渡した者との合

意に基づき、これを分け合うこととされている。万一かかる合意に到らない場合には、高

等裁判所が、かかる対価を両者にどのように割り当てるかを、紛争解決の際に適用する手

続きに従って、決定する。 
 

⑨ 独占的実施権者 



第１章 知的財産権の取得 

90 
 

独占的実施権を有する者がいる場合に、当該発明を行政目的で実施する権限が付与さ

れた場合には、行政府から支払われる対価は、特許権者および独占的実施権者が、協議

の上合意に基づき、これを分け合うこととされている。万一かかる合意に到らない場合

には、高等裁判所が、かかる対価を両者にどのように割り当てるかを、紛争解決の際に

適用する手続きに従って（以下に記載）、決定する。独占的実施権者に割り当てる対価

の価額を決定するに当たり、高等裁判所は、次に掲げる諸費用を考慮することになって

いる。 
 

ⅰ. 当該発明の開発に要した費用 

 

ⅱ. 特許発明の実施について定められたロイヤルティその他の対価以外のものを、特

許権者に支払うために要した費用 
 
（４）  政府による取得 

インド中央政府は、特許の付与されたまたは特許出願のなされた発明を取得すること

ができる。中央政府は、かかる取得につき、官報に告示することにより発表する必要が

あると考える場合には、そのような措置を取る。かかる告示の効果は、当該発明または

特許およびこれらに係る全ての権利が、中央政府に移転し帰属することである。また、

かかる取得については、特に当該特許の出願人、および当該特許につき権利・利益を有

する者として特許原簿に登録された全ての関係者に通知がなされ、中央政府からこれら

の者に（当該特許に係る）対価を支払わなければならない。対価の価額は、中央政府お

よび当該特許の出願人、特許権者その他の者との間で協議の上合意に基づき決定するか、

またはインド高等裁判所が紛争解決の際に適用する手続きに従って、決定することとさ

れている。インド高等裁判所が対価の価額を決定する場合には、次に掲げる事項を考慮

することになっている。 
 

・発明に関して要した費用 
 
・特許の存続期間、実施期間、実施方法 

 

・その他の関連事項 
  
①紛争解決の手続き 

中央政府による発明の実施、実施条件、実施の対価につき割当て分を受け取る権利、

または発明の取得につき支払う対価の価額について、紛争が発生した場合には、高等裁

判所がこれを解決する。 
 
上記のような紛争が発生した場合には、中央政府は、特許の取消しを求め、または特

許無効を申し立てることができる。また、高等裁判所は、行政府による発明の実施に係

る法的手続きを高等裁判所が定める条件の下で、公選仲裁人（高等裁判所において選任

された仲裁人）、仲裁人または裁判所の委託を受けた執行人（comissioner）に付託す

るよう命じることができる。 
  
②特定な場合の政府判断 

中央政府の職務に従事する者が発明を行い、当該発明の主要な部分が、当該従事者の

担う通常の職務の過程において行われた業務に関連したものであることが証明された場

合に、当該発明につき紛争が発生したときには、これを解決する権限は、中央政府にあ
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る。かかる場合には、中央政府は、特許権者およびその他の関係者に、意見陳述の機会

を与えなければならない。 

 

１７.  特許権の実施 

（１）  審査管理官の要請により提出する情報 

特許の存続期間中はその時期を問わず、特許権者または実施権者は、インドにおい

て当該発明を商業的に実施している程度について、これに係る情報を提供し、定期的

に報告書を提出するよう、審査管理官から求められることがある。かかる要請は、書

面をもって通告することにより行うこととされている。通告をもって要請された情報

は、通告日から 2 カ月以内に提供・提出しなければならない。 

 

（２）  定期的に提出する情報 

特許権者および実施権者は（独占的実施権者か否かを問わない。）、特許発明をインド

において商業規模で実施している程度について、必ず所定の様式をもって、報告書を提出

しなければならない。かかる報告書の提出は、毎暦年末日現在の状況について、当該暦年

末日から 3 カ月以内に提出し、爾後定期的に提出しなければならない。提出する報告書は、

特許権者、実施権者またはその授権代理人による正式な認証を受けたものでなければなら

ない。報告書の必要記載事項は、次に掲げる通りである。  

 

① 当該発明の実施の有無 

 

② 当該発明が実施されていない場合には、不実施の理由および実施のための措置 

 

③ 当該発明が実施されている場合には、次に掲げる条件に該当する特許製品の数量お

よび価額（通貨単位はルピー） 

 

ⅰ. インドにおいて製造されたもの 

 

ⅱ. インド以外の国から輸入されたもの。この場合は、当該輸入国の詳細も合わせて

記載すること。 

 

④ 当該暦年中に許諾された実施権および再実施権 

 

⑤ さらに、妥当な価格で公益上の必要性が、部分的に、または適切な範囲で、または

完全に満されたいるかについても、記載を要する。 

 

特許実施報告書の記載事項は、審査管理官により公開されることがある。発明が実施さ

れておらず、または実施報告書が提出されていない場合には、その事実が公表され、強制

実施権を請求することができる旨が公衆に対しに告示される。 

 

特許権者または実施権者は、発明の実施に係る情報を提供せず、または情報の提供を

拒んだ場合には、罰金を 高 1,000,000 ルピー（およそ 16,666 米ドル）科される。ま

た、提供した情報が虚偽のものであり、または虚偽であることを知っており、もしくは

虚偽であると考える理由があり、もしくは虚偽であると考えていたにも拘わらず、当該

情報を提供していた場合には、禁固刑を 長 6 カ月間もしくは罰金またはこれらの両

方に処せられる。 

 



 

 
1－2. 特許局および意匠局の所在地 

 
 

1

2

3

4



 
所在地および管轄地域 

 
S. No. 特許局 管轄地域 所在地 担当者 

 New Delhi Office – 
NCT of Delhi 
 

The States of 
Haryana, Himachal 
Pradesh, Jammu and 
Kashmir, Punjab, 
Rajasthan, Uttar 
Pradesh, 
Uttarakhand, Delhi 
and the Union 
Territory of 
Chandigarh. 

The Patent Office, 
Intellectual Property 
Office Building, 
Plot No. 32, Sector 14,
Dwarka, New Delhi-
110075 
Phone : 011-
28034304, 28034305, 
28034306 
FAX:011-28034301, 
28034302 
Email: delhi-
patent@nic. 

Dr. K. S. Kardam 
Deputy Controller 
of Patents & 
Designs 

 Kolkata Office – 
State of West 
Bengal 
 

The States of West 
Bengal, Orissa, 
Bihar, Jharkhand, 
Sikkim, Assam, 
Meghalaya, Tripura, 
Mizoram, Manipur, 
Nagaland, Arunachal 
Pradesh,  

The Patent Office, 
Intellectual Property 
Office Building, CP-
2  Sector V, Salt Lake 
City,Kolkata-700091,  
Phone : 033-
23671945, 1946, 1987 
FAX-033-2367-1988  
Email: 
kolkata-patent@nic.in 

Shri D. K. Rahut 
Deputy Controller 
of Patents & 
Designs 

 Chennai Office – 
State of Tamil 
Nadu 
 

The States of Andhra 
Pradesh, Karnataka, 
Kerala, Tamil Nadu 
and the Union 
Territories of 
Pondicherry and 
Lakshadweep . 

The Patent Office, 
Intellectual Property 
Office Building,G.S.T. 
Road, 
Guindy, Chennai-
600032,   
Phone: 044-
22502081- 84,  
FAX: 044-22502066, 
Email: chennai-
patent@nic.in 

Shri. G.P. Roy 
Deputy Controller 
of Patents & 
Designs 

 Mumbai Office – 
State of 
Maharashtra 
 

The States of 
Maharashtra, 
Gujarat, Madhya 
Pradesh, Goa, 
Chhattisgarh and the 
Union Territories of 
Daman and Diu & 
Dadra and Nagar 
Haveli 

The Patent Office 
Boudhik Sampada 
Bhawan, 
S.M. Road, Near 
Antop Hill Post Office, 
Antop Hill,  
Mumbai - 400 037.  
Phone : 24137701, 
24141026, 24150381, 
24148165, 24171457  
FAX : 24130387 
Email:  
mumbai-patent@nic.in

Shri Rakesh 
Kumar 
Deputy Controller 
of Patents & 
Designs 
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S. No. 意匠局 管轄地域 所在地 担当者 

  Kolkata 
Office – 
State of 
West Bengal

 

The application for 
registration of a 
design can be filed at 
the Patent Office at 
Kolkata and its Branch 
Offices at New Delhi, 
Mumbai and Chennai.

The Patent 
Office(Designs 
Wing), 
Intellectual Property 
Office,CP-2  Sector 
V, 
Salt Lake City, 
Kolkata-700091 
Phone No. 033-
23671945-46, 
23671987  
FAX- 033-23671988,
Email:-  kolkata-
patent@nic.in   
 

Shri D. K. Rahut 
Deputy Controller 
of Patents & 
Designs 
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２ 各種料金表 
 

以下の表は、一般的とされる料金に関するおおよその手持ちの参考資料である。 
 
掲載されている法定手数料は、現在の為替相場 1 米ドル：60 インドルピーで計算され

たものである。表内で引用された出願手数料の範囲は見積りで、実費は、法律事務所ま

たは任意の代理人によって異なる。調査料を見積もるに当たり、異なる法律事務所や事

務弁護士によって適用される一般的な考察には、評判、その件を扱う担当者の年功、お

よび、複雑性が挙げられる。 
 
多くの法律事務所が、時間に関する見積りが難しい業務のインボイスを作る際に、時

間毎の基準を用いている。一般的に、時間毎の料金は、100 米ドルから 400 米ドルであ

る。この時間毎の料金はまた、インド知的財産審判部(IPAB)や裁判所に案件が回る前の

手続きにも適用される。訴訟における主任弁護士は、時間毎の料金を請求するが、それ

は審理ごとに 200 米ドルから 15,000 米ドルと大幅に上下する。 
 
法律事務所では、各メンバーが(年功に関係なく)請求する固定の１時間当りの料金(混

合料率)を持ちかけるのは珍しいことではない。  
 
以下の料金表で列挙する業務は、 も頻繁に行われる業務である。その他の業務も、

法律事務所および、代理人によって料金表が設定されることがある。法律事務所および、

代理人を料金や料金体系の詳細の提供を示してもらうことをお勧めする。緊急の事項に

関しては、法律事務所や代理人によっては、追加料金が発生することがある。 
 
 



 

特許  
 
業務 

法定手数料

―個人  
(米ドル) 

法定手数料―
法的組織体 

(米ドル) 

出願手数

料の見積

り 
(米ドル) 

 
   

出願 17 67 200 – 450

一の優先権主張に対する各優先権の主

張 
17 67 65 – 150 

30 シート以上の明細書に対して各ペー

ジ 
2 7 –  

10 以上の請求項目に対して各請求項 3 13 –  

方式要件完備のための文書の提出 –  –  50 – 150 

出願審査請求書の提出 42 167 125 – 300 

実質的なオフィスアクション通知に関するの

報告 
–  –  125 – 250 

実質的なオフィスアクション通知への答弁書

の提出 
–  –  150 – 400

対応出願に関する特許局への追加報告 –  –  75 – 150 

申立書の準備と提出 17 67 75 – 200 

手続追行中の特許局へ出頭の固定または時間

別料金  
–  –  100 – 400 

特許付与前の補正申立て 8 33 75 – 200 

特許付与後の補正申立て 17 67 75 – 300 

出願に関する譲受人等の記録請求の提出 8 33 75 – 200 

出願の取下申立ての提出 17 67 75 – 200 

特許回復に関する申請 25 100 150 – 400 

特許簿における権原または権利の登録に関す

る申請 

 
17 

 
67 
 

 
75 – 300 

一件の特許についての氏名、住所、国籍、送

達宛先の変更の登録 
3 13 100 – 200 

実施状況の陳述書の提出 –  –  100 – 300 

各特許についての特許登録簿の閲覧 3 13 100 – 200 

特許局からの情報の要求 5 20 75 – 200 
 
 



特許年金 
 
年金 

法定手数料 
―個人  
(米ドル) 

法定手数料 
―法人 
(米ドル) 

出願代理人

の手数料の

見積り 
(米ドル) 

3 年目 
   

4 年目 
         8         33 

100 – 200 

5 年目    

6 年目    

7 年目    

8 年目 25 100 125 – 250 

9 年目     

10 年目    

11 年目    

12 年目    

13 年目 50 200 150 – 350 

14 年目    

15 年目    

16 年目    

17 年目    

18 年目 83 333 200 – 450 

19 年目    

20 年目    
 



6.   特許関連各種フォーム（英文） 
 
 
Forms for Patents 
 
1. Form 1 - Application for grant of patent 
 

FORM 1 
THE PATENTS ACT, 1970  

(39 of 1970)  
& 

THE PATENTS RULES, 2003 
APPLICATION FOR GRANT OF PATENT 

[See section 7, 54 & 135 and rule 20(1)] 

(FOR OFFICE USE ONLY)
Application No: 
Filing Date: 
Amount of Fee Paid: 
CBR No: 
Signature: 

1 APPLICANT (S) 

 Name 
 

Nationality
 

 

Address 

2 INVENTOR (S) 
 
 

Name Nationality
 

Address 
 

3 TITLE OF THE INVENTION 
4 Address for Correspondence of Applicant / Authorized 

Patent agent in India 

 
 

 
Telephone No : 
Fax No: 
Mobile No : 
Email : 

5 PRIORITY PARTICULARS OF THE APPLICATION (S) FILED IN CONVENTION 
COUNTRY  

 Country                         Application number
                                

Filing date Name of 
the 
Applicant 
 

Title of the 
Invention 
 

   
6 PARTICULARS FOR FILING PATENT COOPERATION TREATY (PCT) 

NATIONAL PHASE APPLICATION 
 International application number 

 
International filing date as 
allotted by the receiving 
office 

  
7 PARTICULARS FOR FILING DIVISIONAL APPLICATION
 Original (first) application number Date of filing of Original 

(first) application 
8 PARTICULARS FOR FILING PATENT OF ADDITION
 Main application/patent Number Date of filing of main 

application 
9 

DECLARATIONS 

 (i) Declaration by the inventor(s)
I/We the above named inventor (s) is/are the true and first inventor (s) for this invention 
and declare that the applicant (s) herein is/are my/our assignee or legal representative 
(a) Date............. 
(b) Signature (s): 
(c) Name (s):   



 

 (ii) Declaration by the applicant(s) in the convention country
I/We, the applicant(s) in the convention country declare that the applicant(s) herein 
is/are my/our assignee or legal representative. 
(a) Date............ 
(b) Signature(s) 
(c) Name (s) of the signatory 
 

 
 

(iii) Declaration by the applicants):

I/We, the applicant (s) hereby declare(s) that: — 
 I am/We are in possession of the above-mentioned invention. 
 The provisional/complete specification relating to the invention is filed with this 

application. 
 The invention as disclosed in the specification uses the biological material from 

India and the necessary permission from the competent authority shall be 
submitted by me/us before the grant of patent to me/us. 

 There is no lawful ground of objection to the grant of the Patent to me/us. 
 I am/We are the assignee or legal representative of true & first inventors. 
 The application or each of the applications, particulars of which are given in Para 

5 was the first application in convention country/countries in respect of my/our 
invention. 

 I/We claim the priority from the above mentioned application(s) filed in 
convention country /Countries and state that no application for protection in 
respect of the invention had been made in a convention country before that date 
by me/us or by any person from which I/We derive the title. 

 My/our application in India is based on international application under Patent 
Cooperation Treaty (PCT) as mentioned in Para - 6. 

 The application is divided out of my/our application particulars of which is given 
in Para - 7 and prays that this application may be treated as deemed to have 
been filed on under section 16 of the Act. 

 The said invention is an improvement in or modification of the invention 
particulars of which are given in Para - 8. 

10 FOLLOWING ARE THE ATTACHMENTS WITH THE APPLICATION: 
(a) Provisional specification/Complete specification 
(b) Complete specification (in conformation with the international application)/as 
amended before the International Preliminary Examination Authority (IPEA) as 
applicable (2 copies), No. of pages _____________________________ No. of claims 
___________________________ 
(c) Drawings (in conformation with the international application)/as amended before the 
International Preliminary Examination Authority (IPEA), as applicable (2 copies), No. of
Sheets _________________________________________ 
(d) Priority documents 
(e) Translation of priority document/Specification/International Search Report 
(f) Statement and undertaking on Form 3 
(g) Power of Authority 
(h) Declaration of inventorship on Form 5 
(i) Sequence listing in electronic form 
(j)…………………………………….. 
Fee Rs ____________________ in Cash./Cheque/Bank Draft bearing no___________ 
Dated__________________on____________Bank. 
I/We hereby declare that to the best of my/our knowledge, information and belief the fact 
and matters stated herein are correct and I/We request that a patent may be granted to 
me/us for the said invention. 
Dated this day of _____2010. 

Signature: ……………………………….
                                                                  Name:  

To, The Controller of Patent 
The Patent Office, at ______ 



 Note.—*Repeat boxes in case of more than one entry.
*To be signed by the applicant(s) or by authorised registered patent agent otherwise 
where mentioned. 
*Tick (√)/Cross (x) whichever is applicable/not applicable in declaration in para 9. 
*Name of the inventor and applicant should be given in full, family name in the 
beginning. 
*Complete address of the inventor and applicant should be given stating the postal index 
no./code, State and country, 
*Strike out the column which is/are not applicable.  
*For fee: See First Schedule. 

 



 

2. Form 2- Provisional / Complete specification 
 

FORM 2 
THE PATENT ACT, 1970 

(39 of 1970) 
& 

THE PATENTS RULES, 2003 

PROVISIONAL/COMPLETE SPECIFICATION 
(See section 10 and rule 13) 

1 TITLE OF THE INVENTION 
2 APPLICANT(S) 

(a) Name : 
(b) Nationality:  

(c) Address: 

3 PREAMBLE TO THE DESCRIPTION
 

PROVISIONAL 
The following specification describes 
the invention. 

COMPLETE
The following specification particularly 
describes the invention and the 
manner in which it is to be performed 

4 DESCRIPTION (Description shall start from next page)
5 CLAIMS (not applicable for provisional specification. Claims should start with 

the preamble --- “ I/we claim” on separate page) 
6 DATE AND SIGNATURE  (to be given at the end of last page of specification)
7 ABSTRACT OF THE INVENTION (to be given along with complete 

specification on separate page) 
 Note: - 

• Repeat boxes in case of more than one entry. 
• To be signed by the applicant (s) or by authorized registered patent agent. 
• Name of the applicant should be given in full, family name in the beginning. 
• Complete address of the applicant should be given stating the postal index 
no./ code, state and country. 
• Strike out the column which is/are not applicable. 

 



3. Form 3- Statement and undertaking under section 8 
 

 
FORM   3 

THE PATENTS ACT, 1970 
(39 of 1970) 

& 
THE PATENT RULES, 2003 

STATEMENT AND UNDERTAKING UNDER SECTION 8 
[See section 8; rule 12] 

1. Name of applicant(s) I/We.1………………………………………………………………
…….  
………………………………………………………………………
………… 
 

2. Name, address and 
nationality of 
    the joint applicant 

hereby declare :-
i. that I/we have not made any application for the 

same/substantially the same invention outside 
India. 

OR 
ii. that I/we who have made this application 

No………..dated……….alone/jointly 
with…………..made for the same/substantially 
same invention, application(s) for patent in the 
other countries, the particulars of which are given 
below: 

Name 
of the 
count

ry 

Date of 
applicati

on 

Applicati
on No 

Status of the 
application 

Date of 
publication 

Date of 
grant 

    
 3. Name and address of the 
assignee 

(iii) that the rights in the application(s)  
       has/have been assigned to…………   
       ……………………………………… 
       that  I/we undertake that upto the date of 
       grant of the patent  by the controller, 
       I/We would  keep the him informed 
       in writing the details  regarding 
       corresponding applications for patents 
       filed outside India within three months 
       from the date of filing of such application 

Dated this……day of…………… 
20………… 

4. To be signed by the               
    applicant or his authorized 
patent agent 
 
5. Name of the natural person 
who has signed 

Signature………………..
(……………………..) 
To 
The Controller of Patents, 
The Patent Office, 
At ……………………… 

Note: - Strike out whichever is not applicable.
 
 



 

4. Form 5- Declaration as to Inventorship 
 

FORM 5
THE PATENTS ACT, 1970 

(39 of 1970) 
AND  

THE PATENT RULES, 2003 
DECLARATION AS TO INVENTORSHIP 

[See Section 10 (6) and rule 13 (6) ] 
1. NAME OF APPLICANT(S) 
hereby declare that the true and first inventor(s) of the invention disclosed in the 
complete specification filed in pursuance of my/our application 
numbered……………………… dated………………………is/are 
2. INVENTOR(S) 
(a) Name                                                                                
(b) Nationality    
(c) Address         
                  Dated this….day of ……….20………. 
                                                                                         Signature 
                                                                                         Name of signatory 
3. DECLARATION TO BE GIVEN WHEN THE APPLICATION IN INDIA IS FILED 
BY THE APPLICANT (S) IN THE CONVENTION COUNTRY:- 
We the applicant (s) in the convention country hereby declares that our right to apply 
for a patent in India is by way of assignment from the true and first inventor(s).            
                                                                                    Dated this….day of 
……………20…….. 
                                                                                    Signature 
                                                                                    Name of signatory 
4. STATEMENT (to be signed by additional inventor (s) not mentioned in the 
application form) 
I/we assent to the invention referred to in the above declaration, being included in 
the complete specification filled in pursuance of the stated application. 
        Dated this….day of ………………. 
                                                                                         Signature of the additional 
inventor (s): 
                                                                                        Name: 
 To 
The Controller of Patents, 
The Patent Office, 
At ……………………. 
Note:- 
*Repeat boxes in case of more than one entry. 
*To be signed by the applicant(s) or by authorized registered patent agent otherwise 
where mentioned. 
*Name of the inventor and applicant should be given in full, family name in the 
beginning. 
*Complete address of the inventor should be given stating the postal index no./ code, 
state and country. 
*Strike out the column which is/ are not applicable. 
  
 



5. Form 7- Notice of opposition 
 

FORM 7
THE PATENTS ACT, 1970 

(39 of 1970) 
& 

THE PATENTS RULES, 2003 

NOTICE OF OPPOSITION 
[See sections 25(2); rule 55A] 

1.State names, address and 
nationality  

 
 
 
 
2. State the grounds taken one after 
another. 
 

1. I/We……………………………………….. 
……………………………………………….. 
Hereby give notice of opposition to patent No…………) 
granted on application No…………) 
dated……………………madeby……………………………
………………  
on the grounds 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

3. Complete address including postal 
index   number/code and state along 
with Telephone and fax number. 
 

My/Our address for services in India 
is………………………………………………. 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

4. To be signed by the opponent or by 
his     authorized registered patent 
agent. 
5. Name of the natural person who 
has signed. 

 
Signature 

(………………………..) 
To 
The Controller of Patents, 
The Patent Office, 
At …………………….. 

Note: For fee: See First Schedule
 
 
 



 

6. Form 17- Application for Compulsory Licence 
 

FORM   17
THE PATENTS ACT, 1970 

(39 of 1970) 
& 

THE PATENTS RULES, 2003 

APPLICATION FOR COMPULSORY LICENCE 
[See sections 84(1), 91, 92(1) or 92A; rule 96] 

1. Name, address and nationality 
of the applicant(s). 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Certified copies of the documents 

are to enclosed in duplicate 

I/We…………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
hereby apply for the grant of a compulsory 
license under Patent 
No.…………dated……… 
granted to……….for which the patentee is 
…………………. On the following grounds 
namely:- 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
I/We declare that the facts and matters 
stated herein are true to the best of my/our 
knowledge, information and belief. 
The details of documentary evidence in 
support of my/our interest and the grounds 
stated above are given below: 
…………………………… 
(a)…………………………………………… 
(b)…………………………………………… 
(c)…………………………………………… 

3. Complete address including 
postal code and state along with 
Telephone and fax number(s). 

My/Our address for service in India is 
…………………………………………….. 

                             Dated this day…………day of…………20…….. 
4. To be signed by the applicant(s) 

or by his authorized registered 
patent agent. 

5. Name of the natural person who 
has signed. 

 

Signature………………….
(……………………….) 
To 
The Controller of Patents, 
The Patent Office, 
At…………….. 

Note:- For fee: See First Schedule
 
 
 
 

 
 
 



7. Form 26- Form of authorisation of a Patent Agent/or any person in a matter or 
proceeding under the Act 
 

FORM 2617 
THE PATENTS ACT, 1970 

(39 of 1970) 
& 

THE PATENTS RULES, 2003 
FORM OF AUTHORISATION OF A PATENT AGENT/OR ANY PERSON IN 

A MATTER OR PROCEEDING UNDER THE ACT 

[See sections 127 and 132; rule 135] 
 
1. Insert name, address and 

nationality. 
 
2. Insert the name, address 

and nationality of the 
person(s) to be authorized. 

 
3. State the particular matter 

or proceeding for which the 
authorisation is made. 

I/We ……………………………………………………... 
……………………………………………………… 

hereby authorise ……………………………….….......... 
………………………………………….................to act on my/our 
behalf in connection with  
………………………………………………………...............................
...............................................................and request that all 
notices, requisitions and communication relating thereto may 
be sent to such person at the above address unless otherwise 
specified. 
I/We hereby revoke all previous authorisation, if any made, in 
respect of same matter or proceeding. 
I/We hereby assent to the action already taken by the said 
person in the above-matter. 

Dated this ……………………. day of ……..20 ………...
4. To be signed by the person(s) 

making this authorisation 
Signature 

................................................... 
5. Name of the natural person 

who has signed along with 
designation and official seal, 
if any. 

(--------------------------------------------------) 

 To
The Controller of Patents, The Patent Office 
At ………………….. 
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8. Form 27- Statement regarding the working of the Patented invention on 
commercial scale in India 
 

 
Form 27 

The Patents Act, 1970 
(39 of 1970) 

& 
The Patent Rules 2003 

STATEMENT REGARDING THE WORKING OF THE PATENTED INVENTION ON 
COMMERCIAL SCALE IN INDIA 

[See Section 146 (2) and rule 131 (1)] 
1. Insert name, address and nationality  
2.  

In the matter of Patent No……………………….of 
I/We… 
…………………………………………………………………
………..... 

3. State the year to which the statement 
relates 

 
 

The patentee (s) or licensee (s) under Patent No
……………………… hereby furnish the following 
statement regarding the working of patented 
invention referred to above on a commercial scale in 
India for the year ………………….. 

4. Give whatever details are available
 
 

i. The patented invention: 
{    } worked { }Not worked [Tick (√) mark the relevant 
box] 

a. If not worked: reasons for not working and 
steps being taken for working of the 
invention. 

b. If worked:  quantum and value (in Rupees) of 
the patented product: 

i. manufactured in India 
ii. imported from other countries (give 

country wise details) 
ii. the licenses and sub-licenses granted during the 

year 
 

ii. state whether public requirements has been met 
partly/adequately/to the fullest extent at 
reasonable price 

The facts and matters stated above are true to the 
best of my/our knowledge, information and belief. 
Dated this………….day of…………20……. 

5. To be signed by the person(s) giving the 
statement. 

Signature 

(----------------------------------------------------) 
To 
The Controller of patent, 
The patent office, 
At…………………. 

Note:- Strike out whichever is not applicable
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 本冊子は、日本貿易振興機構が 2014 年 3 月現在入手している情報に基づくものであり、そ

の後の法律改正等によって変わる場合があります。また、掲載した情報・コメントは著者及び

当機構の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するもの

でないことを予めお断りします。なお、法令については仮訳であるため、最終的な確認、照会

については原文において行われるようお願いいたします。 
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